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１．本検討の趣旨 

 

乗合バスの車内事故発生件数は、平成18年度に本検討会がとりまとめた「バスの車内事故

を防止するための安全対策の提言」（以下、「提言」という。）」及び（社）日本バス協会の「バ

スの車内事故防止キャンペーン」を踏まえて行なわれた各バス事業者の取組みにより、平成

18年までの増加傾向から一転して、平成19年以降は減少傾向にある。しかしながら、依然と

して事故件数や重傷者数は多く、また、発進時の事故をみると、平成21年は平成19年とほぼ

同じ事故件数にとどまっている等、さらなる取組みが必要となっている。 

このため、本検討会が「提言」を発表してから３年以上経過したこともあり、乗合バス事

業者における提言の実施状況等を把握し、これまでの安全対策について検証することにより、

「提言」をさらに充実させることが求められている。 

乗合バスの車内事故による負傷者の年齢分布をみると、高齢、とりわけ65歳以上の女性利

用者が圧倒的に多く、一度転倒すると骨折等により寝たきりの生活になる場合があることか

ら、今後の社会の一層の高齢化も踏まえ、早急に実効性のある対策が必要とされている。 

 

※ここでいう「車内事故」とは、自動車事故報告規則第２条７項に定められた「操縦装置又は乗降

口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第

四号に掲げる傷害が生じたもの」をいう。 

※ここでいう「高齢者」とは、WHO（世界保健機関）の高齢者の定義に準じ、65歳以上の者とする。 
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２．検討の手順 

２．１ 事故分析 

（１）バスの車内事故発生件数の推移 

警察庁事故統計に基づく乗合バスの車内事故発生件数は、平成 18 年までは増加傾向

で 1,286 件／年に達していたが、平成 19 年からは減少に転じ、平成 21 年には 860 件と

なっている。（社）日本バス協会が平成 19 年７月に初めて実施した「バスの車内事故

防止キャンペーン」を踏まえて行なわれた各バス事業者の取組みの効果と考えられる。 
しかし、発進時の事故に限ると、平成 20 年の事故件数はキャンペーン実施初年の平

成 19 年より増加しており、平成 21 年においても平成 19 年とほぼ同じ事故件数にとど

まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）乗合バスの車内事故による重傷者数の推移 
乗合バスの車内事故による重傷者数は依然として多く、平成 21 年は 93 人の重傷者が発生

している。 
（人）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 乗合バスの車内事故における重傷者数の推移 

 出典：(財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」 
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（３）輸送人員一億人あたり及び走行キロ一億キロあたりの乗合バスの車内事故件数 

輸送人員一億人あたり及び走行キロ一億キロあたり乗合バスの車内事故件数を見る

と、乗合バスの輸送人員は平成 19 年までは微減、走行キロは変化がないことから、車

内事故件数と同等の傾向を示している。 
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図 輸送人員一億人あたり及び走行キロあたり乗合バスの車内事故 

出典：(財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」  
国土交通省「自動車輸送統計調査」 

 
 

表 乗合バスの車内事故件数、輸送人員及び走行キロの推移 

 事故件数 輸送人員（億人） 走行キロ（億キロ） 

H12 957 48 29 

H13 957 46 29 

H14 982 45 30 

H15 1,068 44 30 

H16 1,075 43 30 

H17 1,147 42 30 

H18 1,214 42 30 

H19 1,018 42 30 

H20 1,018 43 31 

H21 860 42 30 

 出典：(財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」 
国土交通省「自動車輸送統計調査」  
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（４）車内事故による重傷者の状況 

車内事故による重傷者を性別、年齢層別にみると女性の 65 歳以上が多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 乗合バスの車内事故による性別・年齢層別重傷者数（平成 21 年） 
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図 乗合バスの車内事故による年齢層別男女別の重傷者数（平成 21 年） 

出典：(財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」  
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図 乗合バスの車内事故による年齢層別重傷者数（平成 19～21 年） 

出典：(財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」  
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２．２ 課題抽出 

２．２．１ 事故分析からの課題 

事故分析からの主な課題を整理すると、以下の点が挙げられる。 

・発進時の事故をみると、平成 21 年の事故件数は平成 19 年とほぼ同じ事故件数にとどま

っている。 

・重傷者数は依然として多く、平成 21 年は 93 人発生している。 

・重傷者では、65 歳以上が 93 人中 77 人（82.8%）と高齢者の占める割合が顕著となって

いる。性別では女性が圧倒的に多い。 

 

２．２．２ 事業者ヒアリングからの課題 

事業者ヒアリングからの主な課題を整理すると、以下の点が挙げられる。 

運転者の 

取組み 

乗車時 ・高齢者は、移動全般において身体的･心理的負担を感じている人が

多いため、慌てさせないようにする。お年寄りのペースでゆっく

りと対応できる気持ちが大切である。 

発進時 ・急加速による発進、発進直後の急停止により、着席していない利

用者はさらに転倒しやすくなる。 

・運転者が利用者は着席したものと思い込んでしまうことがある。

例 1：運転者が車内ミラーで車内の状況を確認した際に、立っ

ている乗客が見えなかったため、全員着席したものと思

い込む。 

例２：運転者が利用者の座りかけの状態を着席したと判断。 

・マイクで着席を呼びかけているが、利用者が着席しない場合があ

る。 

・席の譲り合いにご協力いただけない場合がある。 
・高齢利用者が座席定員を上回り、着席できない場合がある。 

 走行中 ・走行中に急ブレーキ等の操作が必要な時がある。 
・走行中に車内の動向を全て確認することは困難。 

 減速～ 

停止時 

・走行中に万が一利用者が立ち上がっても転倒しない「ゆるやかな

ブレーキ」を実施していない運転者が、添乗指導で判明すること

がある。 

・バスが完全に停止しないうちに立ち上がる利用者がいる。 

  ・運転者は、車内事故が発生した際に、負傷した利用者を適切に救

護する等の対応が必要である。 

・車内アナウンスが利用者にどの程度認識されるかは、運転者がア

ナウンスするタイミングや内容によって差がある。 

・車内アナウンスがどの程度利用者に伝わるかは、運転者のしゃべ

り方によって差がある。 
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事業者の 

取組み 

 ・車内事故の削減目標を設定していない事業者がある。 

・運転者に先を急ぐ気持ちがあると、利用者の着席を確認しないで

発車することがある。 
・運転席からの死角がある、あるいは、ミラーの曲率が大きいため

見にくく、見落とす場合があるため、大型のミラーを用いて見や

すくしている事業者がある。 
 運転者 

の指導 

・高齢者の身体特性に関する教育は各事業者で実施されているが、

その際に、高齢者が転倒しやすいことや、転倒した場合に寝たき

りになる可能性が高いこと等について、十分盛り込まれていない。

・運転のくせを改める等、運転者の個人指導、集団指導を充実させ

る必要がある。 
・車内事故に関する運転者が経験したヒヤリ・ハット情報の共有、

危険予知訓練の充実が必要。 

 ・車内事故の影響及び防止対策の必要性が、高齢者等に十分に認識

されていない。 

走行環境の整備 ・バス停付近の違法駐車車両等により、バスが正着できない場合が

ある。 

社会全体での 

取組み 

・運送事業者の車内事故防止に対する責任意識の醸成が必要である。

・高齢者等が席や手すりを必要としていることを言い出しにくく、

利用者は高齢者に席をゆずりにくい。 

・席の譲り合いにご協力いただけない場合がある。 
・高齢者等が車内事故の危険性を認識していない場合がある。 
・二輪車、自転車等の飛び出しが急ブレーキの原因となることがあ

る。 
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３．バスの車内事故を防止するための安全対策の提言（平成 22 年度版） 

課題を踏まえ、更なる安全対策を検討した結果を、平成 22 年度の提言としてまとめた。 
 

３．１ バス事業者による車内事故防止の取組み 

 

（1）運転者の取組み   

 
１）乗車時 

 
【課題】 
・駐車車両等により、歩道に近づけて停止できない場合、ノンステップバスであっても、

高齢者等は車道と床面の段差で乗車しにくくなる。 

・高齢者は、移動全般において身体的･心理的負担を感じている人が多いため、慌てさせ

ないようにする。お年寄りのペースでゆっくりと対応できる気持ちが大切である。 

・高齢者が乗車途中であったにもかかわらず、利用者が全員乗車したものと思い込んで

ドアを閉めて発進したため、乗車途中の高齢者が車外で転倒し、車両と接触する事故

が発生している。 

 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
1) 乗車時 

歩道に接近して停車

する 

・周囲の安全を確認することにより、できるだけ歩道に接

近して停車する。 
利用者をあわてさせ

ない 

・乗車中に、「発車します」、「まもなく発車します」等、乗

車中の利用者をあわてさせたり、あせらせたりするよう

な車内アナウンスを行わない。 

扉を閉める前に確認

する 

・扉を閉める前に乗車しようとしている利用者がいないか

を、目視、ミラー等により確認する。 

※ドアが閉まりきるまで絶対に目を離さない。スイッチからも

手を離さない。 
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２）発進時 
 

【課題】 
・急加速による発進により、着席していない利用者はさらに転倒しやすくなる。 

・バス停の所定位置の手前で降車終了後、乗車位置まで前進した際に、利用者が転倒す

る事故が発生している。 

・運転者が利用者は着席したものと思い込んでしまうことがある。 

（例）  

 ・運転者が車内ミラーで車内の状況を確認した際に、立っている乗客が見えなかっ

たため、全員着席したものと思い込む。  

・運転者が利用者の座りかけの状態を着席したと判断。  

 

・足腰が弱った高齢者等は座っている状態から立ち上がるのに苦労するため、短い区間

に乗車した場合は、着席しない場合がある。 
・満席の場合、立っている人の転倒防止が必要。特に、荷物を両手に持っている高齢者

は不安定になりやすい。 
・発進前に、利用者が確実に着席する、又は立っている場合はつり革や手すりにしっか

りつかまるような注意喚起ができていない。 

・前輪タイヤハウス上の座席の利用者が、座席から転落する事故が発生している。 
・最後部の中央座席等、前に座席や手すりがない座席の利用者が、急制動で転倒する事

故が発生している。特に、床面に足の着かない子どもは座席からの転落の危険が増す。 

【対応】 
取組むべき安全対策  

2）発進時 

滑らかな運転操作で ・滑らかな運転操作で発進する。 

発進する 

停止位置を修正する ・停止位置を修正するために前進する場合も、あらかじめ

利用者に対して車内アナウンスで注意喚起する。 場合も注意喚起する 

高齢者等の着席を誘 ・車内アナウンスにより高齢者等の着席を誘導する。 

導する ※バスの発車前において座席が空いていない時は、運転者は利

用者に対し、高齢者、障害者、妊産婦等の席を必要とする人

に席をゆずる又はつかまりやすい場所を空けるよう頼み、礼

も言う。 

・利用者が着席したことを確認してから、発車する旨車内

アナウンスにより情報提供を行った後に発車する。 
利用者が着席したこ

とを確認し、アナウ

ンスしてから発車す 例：「ご着席いただきました発車します。」 

る ・着席の確認は、目視、車内ミラー、モニター等の確認、

指差し呼称等により実施する。 

※車内ミラーから利用者が消えても、着席したと判断しない。

座席に深く腰掛けていない場合があるので注意する。 
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 取組むべき安全対策 
2）発進時（つづき） 

立っている人が手す

り等につかまったこ

とを確認し、アナウ

ンスしてから発車す

る 

・立っている利用者の転倒を防止するため、手すりにしっ

かりとつかまったり、身構えたりするよう、車内アナウ

ンスにより注意喚起する。 

・利用者が手すり等につかまったことを確認してから、発

車する旨車内アナウンスにより情報提供を行った後に発

進する。 

例：「発車します。手すりにしっかりおつかまり下さい。」 

荷物の多い高齢者に

注意喚起する 

・荷物の多い高齢者に対して、車内アナウンスにより転倒

の危険性等について注意喚起する。 

特殊な構造の座席に

ついて、注意喚起、

利用制限を行う 

・前輪タイヤハウス上の座席や最後部の中央座席等、特殊

な構造の座席の利用について、車内ステッカーの貼付等

により、注意喚起や利用制限を行う。 

ステッカーの例：「（転落の危険があるので）お年寄・お子様の

ご利用はご遠慮下さい」 

 
《バス事業者のグッドプラクティス》 

・車内事故件数の減少しているバス事業者では、運転者に利用者の着席を確認できる

までは絶対に発車しないように指導している。「お客様が着席するまでドアを閉め

ない」「ドアが閉まりきるまで絶対に目を離さない。スイッチからも手を離さない」

「発進前のアナウンス」等の一連の手順が、全ての事業者で徹底されることが重要。 

・「発車します。おつかまりください。」とアナウンスしてから一呼吸置くと、高齢者

は体勢を整えることができる。 

・発進、停止時等において滑らかで静かな運転となるよう、デジタルタコグラフ、運

転訓練車両等を活用して、運転者は客観的に自身の走行状況を把握し、運転技術の

向上を図ることが重要である。 

・発進直後のブレーキは衝撃が大きいこと（0.8～0.9G）についても体験させている。 

・「ご着席いただきました発車します。」とアナウンスしてから発車している。 

 
《解説》 

■利用者への啓発 
乗車してから座席を探している高齢者は、バスの発進に対して身構えにくく、転倒等

を起こしやすい。このため、着席していない高齢者に対しては、運転者が座るよう促す

等の配慮が必要である。また、利用者が席を譲り合っている間は発車しない。 
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３）走行中 
 

【課題】 
・走行中に急ブレーキ等の操作が必要な時がある。 
・走行中に車内の動向を全て確認することは困難。 
・走行状況に影響を及ぼす道路工事箇所等に接近する場合は、その旨利用者に車内アナウ

ンスにより情報を提供することが必要。 

・バス停の手前の信号で停止したことをバス停に到着したと誤解して立ち上がった利用

者が発進時に転倒した事故が発生している。 
・冬季の手袋使用や、雨天時の水滴等で手すりや床が滑りやすくなっている場合がある。 
 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
3) 走行中  
安全確認を徹底する ・走行中にできるだけ急ブレーキ等の動作を行う必要が生

じないよう、車内外の安全確認を徹底する。 

運転時の姿勢を整え

る 

・車内外の安全確認や運転操作を確実にするため、運転時

の姿勢を整える。 

右左折等の前にその

旨情報を提供する 

・右左折等の前にその旨車内アナウンスにより情報を提供

する。 例：「右（左）に曲がりますからご注意願います。」 

 ・振動や揺れ等が発生し得る道路工事箇所を走行する前に、

その旨車内アナウンスにより情報を提供する。 

走行中に席を移動し

ないこと、バスが停

車してから席を立つ

ことを注意喚起する 

・走行中に立ち上がる、手すりを放す等の動作を行う利用

者がいないかを適宜確認し、発見した場合は着席等する

よう、車内アナウンスで注意喚起を行う。 

・転倒の危険があるので、走行中に席を移動しないこと、

バスが停車してから席を立つことを利用者に対して車内

アナウンス等により注意喚起する。 

例：「危険ですからバスが停止してから席をお立ち下さい」、｢走

行中の座席の移動は危険ですからご遠慮下さい｣、「走行中

の両替は危険ですからご遠慮下さい」等。 

手すり、床等がすべ

りやすくなっている

旨注意喚起する 

・冬季の毛糸の手袋使用や雨天時の水滴等により手すり、

床等がすべりやすくなっている旨注意喚起する。 
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４）減速～停止時 

 
【課題】 

・走行中に万が一利用者が立ち上がっても転倒しない「ゆるやかなブレーキ」を実施して

いない運転者がいる。 

・バスが完全に停止しないうちに立ち上がる利用者がいる。 
 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
4) 減速～停止時  
「ゆるやかなブレー

キ」を実施する 

・バス停のかなり手前からゆるやかに減速する。 

減速前にその旨情報

を提供する 

・減速前にその旨車内アナウンスで情報を提供する。 

 

立ち上がった人に着

席するよう注意喚起

する 

・バスが完全に停止しないうちに立ち上がった利用者を発

見した場合は、着席するよう車内アナウンスで注意喚起

する。 
例：「バス停に着いてから席をお立ち下さい」、「ドアが開いてか

ら席をお立ち下さい」等。 

到着してからアナウ

ンスする 

・バス停で完全に停止してから到着した旨車内アナウンス

で情報提供を行う。 

例：「○○（バス停名）に到着しました。お降りの方は出口へお

進み下さい。」 

  

 

《バス事業者のグッドプラクティス》 

・停車に際しては、高齢者等がまわりに迷惑をかけたくないと思い、早めに席を立つ

ことを想定して、事故防止のアナウンスとともに「ゆるやかなブレーキ」を心がけ

させている。 

・急発進、急停車の際に、利用者が「どのように感じるか」を念頭において、静かな

運転操作に努めている。 
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５）降車時 
 

【課題】 
・バス停で、駐車車両等により歩道に近づけて停止できない場合、高齢者等は車道と床

面の段差で乗車しにくくなる。 

・高齢者は、移動全般において身体的･心理的負担を感じている人が多いため、慌てさせ

ないようにする。高齢者のペースでゆっくりと対応する気持ちが大切である。 

・高齢者は手すり等何かつかまるものがないと、ステップ等の昇降が困難である。 

・降車しようとしている高齢者等がいないかアナウンスで確認せずに発車する場合があ

る。また、発進後に降車しようとしていた高齢者が転倒する事故が発生している。 

・降車途中の利用者がいたにもかかわらず、降車が終了したものと思い込んで扉を閉め、

降車途中の利用者の手が扉に挟まれる事故が発生している。 

 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
5) 降車時  
歩道に接近して停車

する 

・周囲の安全を確認することにより、できるだけ歩道に接

近して停車する。 
降車客の有無をアナ

ウンスで確認する 

・降車する利用者の有無を車内アナウンスで確認する。降

車する利用者が途切れた際にも、念のため車内アナウン

スで降車する利用者の有無を再度確認する。 

例：「他にお降りの方はございませんか。」 

ゆっくり降車するよ

うアナウンスする 

・あわてずに、ゆっくり降車するよう車内アナウンスで注

意喚起する。 

扉を閉める前に確認

する 

・扉を閉める前に降車しようとしている利用者がいないか

を、目視、ミラー等により確認する。 

※左サイドミラーで降車した利用者が車両から離れたことを確

認してから扉を閉める。 

 
 

６）事故発生時の負傷者の救護 
 

【課題】 
・運転者は、車内事故が発生した際に、負傷した利用者を適切に救護する等の対応が必要

である。 

・転倒等した利用者は、その直後にあまり痛み等の自覚症状がなかった場合でも、その後

痛み出して骨折等が判明することがある。 
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【対応】 
 取組むべき安全対策 
6) 事故発生時の 

負傷者の救護 
 

車内事故負傷者の 

救護 

・車内事故が発生した場合は、負傷した利用者を救護する

とともに、警察、救急、運送事業者等へ報告したうえで

指示に従う。 
・車内事故の可能性がある場合には、転倒した利用者が転

倒等の直後に痛みを訴えなかったとしても、適切に対応

する。 
※転倒した利用者から後で病院に行くと言われた時は、営業所

に連絡していただくようにする。 

 
 

７）事業者の指導等を踏まえた改善の取組み 
 

【課題】 
・走行中に急ブレーキ等の操作が必要な時がある。 
・車内アナウンスが利用者にどの程度認識されるかは、運転者がアナウンスするタイミ

ングや内容によって差がある。高齢者がアナウンスを認識して、その内容を理解した

上で、対応できるようにすることが必要。 

・車内アナウンスがどの程度利用者に伝わるかは、運転者のしゃべり方によって差がある。 

 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
7)事業者の指導等を踏

まえた改善の取組み 
 

安全確認、運転姿勢、 

アナウンス等 
・運送事業者による指導により、以下について改善に努め

る。 

・車内外の安全確認方法、安全確認や運転操作を確実

にする運転姿勢等 

・車内アナウンスのタイミング、内容、しゃべり方等
 
※車内アナウンスの仕方によって、利用者への伝わり具合が変わ

ります。良いタイミングで、内容を明確に、はっきりと聞こえ

る声で車内アナウンスを行えるようにする。 

 

《解説》 

■利用者に伝わるアナウンス 
・利用者の耳に残るのは運転者の気持ちのこもった肉声。 

・高齢者にも聞こえるように、適正な音量でアナウンスすることが重要。 
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（2）バス事業者の取組み   

 

１）車内事故削減目標の設定 

【課題】 
・事業者としての車内事故防止の取組みが漠然としている。 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
1) 車内事故削減 

目標の設定 

 

車内事故削減目標

を設定する 

・バス事業者は、自社で発生した車内事故を分析することに

より、再発防止策による事故削減目標を設定する。 

 
《解説》 

■車内事故削減目標設定の効果 
・（社）日本バス協会のキャンペーンでは目標を掲げることを推奨している。 
・各事業者毎に各路線の利用者の特性を勘案した上で、前年の発生件数を下回るよう

に車内事故削減目標を設定し、事故件数の減少について公表している事業者がある。 
 
２）ゆとりある運行の実施 

【課題】 
・運転者に先を急ぐ気持ちがあると、利用者の着席を確認しないで発車することがある。 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
2) ゆとりある運行  
ゆとりある運行ダ

イヤを計画する 

・ゆとりある運行ダイヤを計画する。 

定時性よりも発車

前の確認等を最優

先する 

・定時性にとらわれず、運転者による発車前の利用者の着席

確認、ゆとりある乗降のためのあせらせない車内アナウン

ス等の実施を徹底する。 

 

《解説》 

■ゆとりある乗降を可能とする運行ダイヤ 
ダイヤが遅れた時に運転者に時間的圧力をかけない運行管理方式を確立する。ダイヤの

運行状況、特に遅延状況は、バス停で待っている利用者や車内の利用者にタイムリーに伝

える方式を導入する。一方で早発の禁止、定時運行義務があることから、余裕あるダイヤ

編成が公共性を阻害しないよう留意する必要がある。道路混雑による遅延回復は、起終点

の「待機時分」を多めに取る。５分以内の頻繁間隔であれば、多少の遅延が前後車との「団

子運転」につながり、乗務員の精神的なゆとりもなくなるため、このような路線では起終

点間に数箇所「調整箇所」を設け、遅延車は運行続行し、定時運行車はバス停で時間調整

すること等で、運転間隔を適正にし、早発の防止と併せて遅延回復につながる。 
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３）車両構造の改善 

①車内の確認環境の改善 

 
【課題】 

・運転席からの死角がある、あるいは、ミラーの曲率が大きいため見にくく、見落とす場

合がある。 
【対応】 

取組むべき安全対策  

 3)① 車内の確認 

環境の改善 

車内ミラーの大型 ・車内ミラーとして大型のものを用いる又は増設するととも

に、曲率を緩やかにして見やすくする。 化等 

 
《解説》 

■車内バックミラーとワンマンミラーの併用による車内死角の縮小 

大型の車内バックミラー（中央）により、室内を確認しやすくすることができる。この

場合、曲率が小さい方が鏡に写った状態を認識しやすい。 

また、中扉付近の確認用のモニターカメラ、前扉上部のワンマンミラーを用いることに

より、運転席からの死角を小さくすることができる。 
 
 
 
 
 
 
 

距離感は出るが、見える範囲

は狭い。 

 見える範囲は拡大するが、実

際の状況は把握しにくい。  
 
 
 

【推奨】見える範囲は拡大

し、かつ曲率も緩やか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「バス車体規格集 2010 年版」（社）日本自動車車体工業会 
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参考．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.07.07】 

別添106（ワンマンバスの構造要件）の室内ミラーに関する要件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②その他車両構造の改善 

 
【課題】 

・車両構造により、車内事故を起こしにくくすることが可能である。 
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【対応】 
取組むべき安全対策  

 3)② その他車両 
構造の改善 

・国土交通省や（社）日本自動車工業会の検討で実用化され

た、あるいは実用化が進められている改善対策を導入する。

実用化される改善 

対策の導入 

車体メーカーとの ・車体メーカーと連携して、改善対策の検討を行う。 
改善対策の検討 

 
４）利用者が不安定になる動作の削減 

【課題】 
・高齢者は乗降時にＩＣカードをタッチする、小銭を財布から出す等の動作により、転

倒しやすい不安定な体勢となることが考えられる。 

・利用者は、両替時にあわててしまうことがある。 
【対応】 

取組むべき安全対策  

 4) ICカード、高齢者
優待乗車証の普及 

・カード方式（IC 等）の積極的な普及を促進することで、

利用者に不安定な姿勢を誘発する車内での現金扱い、両替

を大幅に減らす。 

カード方式（IC等）

を普及させる 

 

高齢者優待乗車証 ・ＩＣカードは車内事故の防止に大きな効果があるものの、

高齢者は乗降時にＩＣカードをタッチする等の動作から

転倒等の危険な体勢となることも考えられるため、高齢者

優待乗車証等の見せるパスを普及させる。 

等の見せるパスを

普及させる 

・バス運賃の事前準備ができるよう、バス停に運賃をわかり

やすく表示する。 
利用者の現金支払

時の負担を軽減す

る ・つり銭方式の運賃箱（整理券のバーコード等と投入金額を

自動又は運転者の操作によりつり銭を返却するもの）を導

入したり、停車中の両替時に運転者が利用者をあわてさせ

ずに丁寧に両替方法を教えたりすること等により、利用者

の現金支払い時の負担を軽減する。 
 

《解説》 

1,826
2,690

3,360
4,610

8,264

19,506

27,285

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 （年度）

（車両数）

 ■乗降方式の統一 

 
 
 
 
 
 

図 IC カード導入車両数（累計）資料:数字で見る自動車 

 

バスへの乗降方式は、バス事業者間

ならびに同一バス事業者であっても

路線や時間帯によってまちまちであ

る。利用者が完全停車の前に立ち上が

ったりする背景となり、特に高齢の利

用者はあわてたり、不安になったりす

ることはあり得る。カード方式（IC
等）の普及等、運賃収受を含めて、前

払い等バスへの乗降方式の統一を図

ることは今後の検討課題である。 参考．東京都シルバーパスの年間発行枚数 852,523 枚（平成 21 年）

※有効期間は、毎年 10 月 1 日～翌年 9 月 30 日まで 
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５）運転者の指導 

①高齢者の特性に関する指導 
 
【課題】 

・高齢者の身体特性に関する教育は各事業者で実施されているが、その際に、高齢者が

転倒しやすいことや、転倒した場合に寝たきりになる可能性が高いこと等についても

運転者に認識させる必要があり、盛り込むべきである。 
【対応】 

取組むべき安全対策  

 5)①高齢者の特性 

に関する指導 

・高齢者の特性を踏まえた運転者教育を実施する。 高齢者の特性を踏

まえた運転者教育  （高齢者は歩行中に転倒しやすく、車内事故により転倒し

た場合、骨折して深刻な後遺症を残すこともあることを運

転者に認識させる等。） 

を実施する 

※座学だけでなく、高齢者の擬似体験装置の装着により、運転者

に高齢者の身体特性を体感させる方法もある。 

 

《解説》 

■高齢者が転倒しやすいのは 
高齢者が転倒しやすいのは、筋力の衰えだけでなく、視聴覚機能、バランス能力、反射

等の総合的な身体能力の衰えによる。通院にバスを利用している高齢者は、更に身体能力

が衰えている人、薬の服用でふらつきやすくなっている人もいるので注意が必要。 
特に筋力が低下すると、「うつむき加減」「ひざが曲がっている」「すり足」等、転びや

すい歩き方になりがちで、これまでつまずくことのなかったわずかな段差でも、つまずき

やすくなる。 
「転ぶ」というと、でこぼこした道路や大きな段差などが目に浮かびがちだが、高齢者

の場合、ごく普通の道路でごく普通の靴を履いて、特に急いでいたわけでもないのに、結

構転んでいる。 
 筋・靱帯

損傷, 3% その他, 2%

■転倒による骨折の受傷 切創・擦
過創,
16%

転んだ人のおよそ２人に１人が骨折し、また、

たった一回転んだことで、寝たきりになったり、

手足が不自由になったりしている。特に、高齢女

性は骨密度が低いため、転倒時には骨折しやすい。 

骨折,
43%捻挫, 5%

打撲,
31% 

図 転倒、転落時の受傷内容
出典「豊かな骨推進委員会」ホームページ 
（暮しの手帖77、1998。読者アンケート。ｎ＝282）
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②指導内容の充実 
 

【課題】 
・運転のくせを改める等、運転者の個人指導、集団指導を充実させる必要がある。 
・発進前等の利用者の着席に効果的なアナウンスの指導が必要。 
・車内事故に関する運転者が経験したヒヤリ・ハット情報の共有、危険予知訓練の充実が

必要。 
・運転者が各自入手した事故等の防止に係る情報が他の運転者と共有されていない場合が

ある。 
・運転者が車内の状況を十分に理解していない。 
 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
5)②指導内容の充実  
効果的な教育・訓練を

実施する 

・高齢者の心理・行動特性を座学と高齢者・障害者の擬似

体験により認識させる。 
 ・ドライブレコーダーで撮影した記録映像等、ヒヤリ・ハ

ット事例を共有する。 
※運転者毎の特性を踏まえた指導にも活用する。 

注意喚起に効果的な

アナウンスを訓練す

る 

・利用者に対して効果的に注意喚起するための車内アナウ

ンスを訓練する（タイミング、内容、しゃべり方等につ

いて）。 

運転者の安全確認等

を個人指導する 

・運転者毎の特性を踏まえた指導を行う（車内外の安全確

認方法、安全確認や運転操作を確実にする運転姿勢等に

ついて）。 
※添乗した結果について指導する方法もある。 

ヒヤリ・ハット情報を

収集、共有する 

・運転者が各自入手した車内事故等に係るヒヤリ・ハット

情報を収集し、営業所に掲示する等により、全ての運転

者が共有できるようにする（運転者からの報告事例を活

用）。 
他の運転者や他社の

バスに体験乗車する 

・他の運転者や他社のバスに実際に利用者として乗車し、

車内の状況を理解する。 
 

《バス事業者のグッドプラクティス》 

・集合教育・小集団活動（10 名程度）等でも事故事例などを共有することで問題を分析

し対策を講ずるなど、意識の向上に努めている。 
・運転者役、利用者役を決めて、発進時、席をお譲りいだく場合等のシナリオに沿った

マイクを活用のロールプレイを行っている。 

・他社のバスに利用者として乗車し、感想文(見学記録)を提出。 
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６）高齢者等への啓発 

【課題】 
・車内事故の影響及び防止対策の必要性が、高齢者等に十分に認識されていない。 
・利用者が高齢者等に席をゆずりにくい。 

・高齢者等は席や手すりを必要としていることを言い出しにくい。 

 
【対応】 
 取組むべき安全対策 
6) 高齢者等への啓発  
車内事故防止対策の

必要性を周知する 

・バス事業者は、バス車内にステッカー等を貼付したり、

パンフレット（P.22 参照）を配布したりすることにより、

車内事故の影響及び防止対策の必要性を周知する。 

例：座席背もたれの背面に「車内での転倒による重傷事故が多

発しています」と注意喚起したステッカーを貼付。 

高齢者等利用者との

意見交換を行う 

・車内事故防止について、高齢者等と運転者、運行管理者

が意見交換を行う。 
※利用者代表を地区から選んで研修会に参加してもらうこと

も検討する。 

高齢者等が席をゆず

られやすい環境づく

りをする 

・「おもいやりマーク」（P.21 参照）が付いたワッペン、キ

ーホルダー等を作成し、趣旨がわかるようにした上で配

布すること等により、利用者が席や手すりをゆずりやす

く、また、席や手すりを必要とする高齢者等が席をゆず

られやすい環境づくりをする。 

 

《解説》 

■高齢者の心理、行動 
高齢者は降車に時間がかかるため、周りに迷惑をかけると思い、バス停に到着するより

数秒早く立ち上がり、走行中に通路を移動することが多い。また、発進時においても、本

線車線への合流で方向指示器を出して発進を待っている時に、高齢者が前の席へ移動し、

その間にバスが発進して移動中の高齢者が転倒する事例が多い。このため、利用者とりわ

け高齢者は、バス走行中に車内を移動しないことや、降車はバスが完全に停止してから開

始することを徹底する。 
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《解説》 

■利用者への啓発 
車内事故防止のポスター等には、バスに乗車する時には、片手を空けておく、履物は脱

げにくいものを使用する、乗車してから大きな手荷物は床に置く等の内容を盛り込むこと

も検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《バス事業者のグッドプラクティス》 

・車内に「バス停に着いてから席を立つようにお願いする」運転者のデザインしたス

テッカーを貼付する、ウエットティッシュを配布する事業者がある。 

・シルバーパス更新時に「乗車後は（空席があれば）着席することを促す」等の車内

事故防止の啓発用チラシを配布している事業者がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

運転者のデザインしたステッカー（西武バス） 
 
 
 
 
 
 シルバーパス交付時に配付するチラシ PR グッズ（ウエットティッシュ）（西武バス）

（東京都交通局）  



 

 23

７）車いす使用者等の安全確保 
 

【課題】 
・ノンステップバスの普及率が高くなり、車いす使用者等のバス利用が増加しており、

安全かつ円滑な誘導がさらに重要となっている。 
 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
7) 車いす使用者等

の安全確保 

① 障害者等の乗降 

スロープによる乗

降 

・地上高 150 ㎜の歩道より車いすを乗降させる際のスロープ

の角度は７度（約 12％勾配）以下とする（ノンステップ

バスの標準仕様）。 
・バスの構造・装置及び運行経路に適した可搬式スロープを

用意すると、歩道に正着できない時でも勾配が緩やかにな

り、安全かつ、乗降時間が短縮できる。 
・スロープと車体床面に段差ができないように正しく設置す

る。 
視覚障害者への対

応 

・視覚障害者が 1 人で乗車してきた際には、空いている席が

わからず座れないので、運転者または乗り合わせた利用者

がご案内する。 

・バス停からずれて乗降する場合、止まった場所がバス停の

前なのか後ろなのか、運転者がその位置をご案内し、必要

に応じて歩道まで介助する。 

② 車いすの固定  
車いすの安全な固

定 

・走行中の転倒防止のために、車いすは、ノンステップバス

の標準仕様に明示された方法で固定する。例えば、３点ベ

ルトの場合、床から４本のベルトで確実に固定する。 

車いす側のベルト

の固定位置明示 

・車いす側にベルト（４本）のフック固定場所をシール等で

明示する。 

運転者に円滑な対

応を指導する 

・運転者が車いす使用者に円滑に対応できるよう指導する。

 

  《解説》 

■視覚障害者のご案内 
視覚障害者は音による情報と音源の場所で乗降口を推測しているので、乗車口が中扉、

後扉の場合は、停止位置に特に注意する。視覚障害者が介助者なしでバス停で待っている

時は、バスの行先を車外放送し、乗車される場合は「ゆっくり乗車（降車）して下さい」

と声かけをする。 
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３．２ 高齢者等自身による自衛のための車内事故防止の取組み 

高齢者等が転倒の危険性を認識して、着席等する自衛の取組みを整理した。 
 

高齢者等自身による自衛のための 

車内事故防止の取組み 
  

【課題】 
・発進時は低速のため、利用者は油断しており、不安定になりやすい。 

・高齢者等が着席できなかったり、手すりにつかまれなかったりする場合がある。 

・高齢者等が手すりをしっかりつかんでいなかったため、転倒する場合がある。 

【対応】 
 取組むべき安全対策 
転倒防止の自衛策を

積極的に実施する 

・転倒の危険性を認識し、自衛策を積極的に実施する。 

走行中（発進前に）

着席する 

・走行中は席を立たない。 

・発進前に着席し、目的のバス停に着いてから席を立つ。 

席をゆずってもらう ・席が空いていない場合は、「おもいやりマーク」（P.21

参照）の付いたワッペン、キーホルダー等を身につけるこ

と等により表示し、席を必要としない人から席をゆずって

もらう。 

手すりを使用する、 

ゆずってもらう 

・満席で立席となる場合は、安定した立ち方をし、手すり等

にしっかりつかまる。 

※手すり等につかまって立つ場合は、バスの挙動をよく観察して

把握することにより、バスの危険な挙動を予測して対応できる

ようにする。 

例：発進時：加速により後ろ方向へ倒れる危険を予測して前側の

手すり等で支える。 

走行時：急停車等により、前方向へ倒れる危険性を予測して、

後ろ側の手すり等で支える。 

右左折時：右左折時の遠心力で、右折の場合は左側を、左折

の場合は右側の手すり等で支える。 

 ・混雑していて、手すりにつかまれない場合は、つり革等に

つかまる、又は「おもいやりマーク」の付いたワッペン、

キーホルダー等を身につけること等により表示し、手すり

をゆずってもらう。 

荷物は少なく、転び

にくい履物で乗車す

る 

・手すりにつかまって、しっかり立っていられるように、な

るべく荷物は少なくし、転びにくい履物で乗車する。 

※荷物のある場合は床に置く等して両手がふさがらないことが

望ましい。サンダル、草履、ヒールの高い履物は転びやすいの

で避ける。 
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３．３ 車内事故防止の環境づくり 

3.1、3.2 でとりまとめた安全対策の内容を推進していく上での関連分野での取組みを整理した。 
 

（1）自動車メーカー等による 

車両面の安全対策 
  

 
 

車両面の安全対策については、次の３つに区分している。 

◎基本的・標準的な対策 

○さらに望まれる対策 
△今後更なる検討が必要な対策 

 
 
 
 

取組むべき安全対策  

1) 乗降口 

ステップの夜間視認 ◎ステップ照明灯などの足下照明を設置し、夜間の視認性

を向上させる（ノンステップバスの標準仕様）。 性向上を図る 

薄型運賃箱を導入す ○薄型運賃箱を導入し、前扉の通路幅を確保する（詳細は

ノンステップバスの標準仕様策定報告書を参照）。 る 

 (薄型料金箱：車体規格集(2010 年度版)に規格化(BF154)) 

△運賃の収受方法の統一化等を検討し、更に使いやすくコ

ンパクトな運賃箱を開発する（ノンステップバスの標準

仕様・将来の開発普及目標）。 

扉挟み込み防止セン △ドア開閉時に利用者が接触すると開閉作動を一時停止す

る等扉周辺センサーの最適化を図る。（新ワンマンバス構造

要件 平成 24 年 7 月から保安基準として適用予定。） 

サー等の最適化を図

る 

 △高齢者は、降車中に体は車外に降りきっていて、手だけ

手すりを握ったままの状況になることがあるため、車外

センサーまたは握り棒タッチセンサー等を検討する。 
△乗降中に電源が落ちても扉が閉まらないような構造を検

討する。 

扉操作スイッチを識 ○運転席のマイク切替スイッチとドア開閉スイッチを識別

しやすくし、誤操作を防止する。 別しやすくする 

（運転席） △運転席まわりのスイッチ類が材質、形状、設置位置、操

作方向等で確実に識別できるようにするために、今後、

技術的検討を行う。 

バス車体規格集(2010 年度版)に推奨レイアウト記載(P.51 参照) 

開扉発車防止装置の △前扉が開いている時に誤って発車しないように、シフト

ロック方式等防止装置を検討する。 改良を図る 

（前扉） （オプション設定） 
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1) 乗降口（つづき） 

ニーリング機構が安
全に作動するように
する 

△扉が開いている時はニーリングが解除されない等、安全

対策を図る。 

乗降口の凍結を防止

する 

○寒冷地においては、ステップの雪を溶かすステップヒー

ターを設置する。 

2) 車内  
ノンステップ床面を
拡大する 

△ノンステップ床面と同一地上高であるフラットな床面を

極力拡大し、将来はフルフラットな床面のノンステップ

バスを開発する。 

後部通路部と座席床

の間の段差解消 

○後部通路部と座席床の間の段差をなくし立ちやすくする

（中間の階段段差は若干増加）。 
（ノンステップバス標準仕様改訂済。事業者が選択。） 

タイヤハウスの突出

量を縮減する 

△タイヤ直径を更に小さくし、車内に飛び出すタイヤハウ

スを極力小さくし、車内段差を低減する。 
 ・耐加重、ブレーキ性能等の検討必要。（国土交通省の「バリ

アフリー車両の開発」検討会での将来課題）（P.28 参照） 
床は滑りにくくする ◎床は滑りにくい材質または仕上げとする（ノンステップ

バスの標準仕様）。 

手すりを適切に設置

する 

◎縦握り棒（スタンションポールまたはスタンションパイ

プ）は、座席２列（横向き座席の場合は２席）ごとに１

本配置する（ノンステップバスの標準仕様）。 

◎タイヤハウスから優先席周辺まで高さ 800 ㎜程度の位置

に水平手すりを設置する（ノンステップバス標準仕様）。

◎後部段差部に手すり等をつける（ノンステップバス標準

仕様）。 

○縦握り棒は、必要に応じて増設する。 

手すりは滑りにくい

材質とする 

◎握り手の表面は滑りにくい素材や仕上げとする（ノンス

テップバスの標準仕様）。 

降車ボタンは利用し

やすい位置に設置す

る 

◎手の不自由な利用者でも使用できるものを、利用しやす

い位置に設置する（詳細はノンステップバスの標準仕様

を参照）。 

室内色彩に配慮する ◎座席、握り棒、通路及び注意箇所などは高齢者や視覚障

害者にもわかり易い配色とする（ノンステップバスの標

準仕様）。 

◎高齢者及び色覚障害者でも見えるよう、縦握り棒、押し

ボタン等、明示させたい部分には、朱色または黄赤を用

いる（ノンステップバスの標準仕様）。 

◎天井、床、壁面等、これらの背景となる部分は、座席、

縦握り棒、通路及び注意箇所等に対して十分な明度差を

つける（ノンステップバスの標準仕様）。 
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2) 車内（つづき）  
優先席を設置する ◎優先席は乗降口に近い位置に３席以上（中型では２席以

上、小型では１席以上）設置する（ノンステップバスの標

準仕様）。乗車口から降車口までの距離（車内移動距離）

が短い位置の座席について優先席とする。 

荷物棚（荷物置場）

を設置するための自

主基準を検討する 

△バス車内に荷物棚を設備する。また、座席の握り手の下に

フックを取り付けることを検討する。ノンステップバスの

タイヤハウス上の座席を設置せずに、荷物棚を設置するた

めの自主基準を作成する。 
・車両左側タイヤハウス上を燃料タンク置き場とし、座席を廃止

する実車検討を平成 23 年度自動車工業会大型車部会・バス分

科会にて実施予定。 

角のある箱類の設置

位置に注意する 
○車いす用固定ベルト入れ、運賃箱、ヒータ等の角のある箱

類は、利用者に配慮して設置する。 

警報自動アナウンス

の導入を検討する 
△路面が荒れている等により、車体に急激なゆれが生じた場

合等に、車内アナウンスを運転者に代わって自動で行う装

置を開発する。 

運転席モニター等を

設置するための自主

基準を検討する 

△車内利用者の挙動（高齢者の着座、乗降口からの乗降車等）

を十分把握できるよう、モニターカメラ等を設置するため

の自主基準を作成する。（ドライブレコーダーの活用も検

討）。 

・「バス車体規格集（2010 年度版）」に規格化。「室内ミラーとモ

ニターカメラの設置検証事例」（P.50 参照）」が推奨仕様として

掲載されている。 
冬季の床面を乾燥さ

せる 

○冬季の降雪時等における床面の水分を除去しやすい位置

に、暖房装置を設置する。 

□暖房装置設置事例 
＜前ステップ＞ステップ後（第１シート廃止）又は料金箱下。 

  ＜中ステップ＞ステップ前シート下。 
  ・フロントフェンダー間の通路床部への温風吹出し 
            （暖房装置は運転席後方に設置） 

安全かつ簡便な固定

装置の開発 

○車いす側の一部仕様の統一化も含め、安全かつ簡便な固定

装置を開発する。 

3)発進、停止装置  
円滑な発進のために

坂道発進補助装置を

装着する 

○登り坂等でブレーキから足を離しても、コンピュータ制御

により制動力をそのまま維持し、滑らかな坂道発進が行

え、安全性が向上する坂道発進補助装置を装着する。 
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図 次期ノンステップバスのイメージ図（座席配置は都市型の例） 
出典：「地域のニーズに応じたバス･タクシーに係るバリアフリー車両の開発」

平成22年３月、国土交通省自動車交通局 

 
 
 
 
 
 
 

ノンステップバスの普及促進 
国土交通省自動車交通局では、安全性及び利便性の高いノンステップバスの普及

がより一層推進されるよう、標準仕様ノンステップバスの認定制度を平成 16 年に

創設し、標準仕様ノンステップバスに補助金を重点化して交付している。 

ノンステップバスの普及率は、平成 21 年３月 31 日現在で 25.8％に達しており、

今後も、ノンステップバスの普及率を更に上げることが強く望まれている。 
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（2）走行環境の整備   

 

【課題】 
・バス停付近の違法駐車車両等により、バスが正着できない場合がある。 
・傾斜している場所にバス停があり、乗降時に不安定になったり、滑りやすくなったり

する。 
・渋滞等によりバスが停止・発進する機会が多くなることがある。 
 

【対応】 
取組むべき安全対策  

1) バス停 

バスが歩道に接近し ・バスが歩道に接近して停車しやすいようにバス停を整備

する。 て停車しやすいよう

にする 

バス停付近の駐停車 ・バスが歩道に接近しやすいように、バス停付近の駐停車

車両対策を強化する。 車両対策を強化する 

平坦な場所にバス停 ・傾斜している場所は滑りやすいので、できるだけ平坦な

場所にバス停を設置する。 を設置する 

 2) 走行車線 

バス専用レーン等を ・渋滞等を避けるためのバス専用レーン等を拡大する。 

拡大する 

 

 《解説》 

■バスが歩道に接近して停車しやすいバス停の構造 
バスが歩道に接近しやすい停車帯の構造は、①構

造令に示されている規格に従った全長を確保し、進

入部・合流部の切込角度に余裕を持たせて設計して

いるバスベイ、②後退せずとも据え切りにより発車

できる浅い鋸型の三角形バスベイ、③車道側へバス

停部分の歩道を張り出す、「テラス型バス停」等があ

る。 

三角形バスベイ（TX 三郷中央駅前）

参考資料：中村文彦「バスでまちづくり」平成 18 年、学芸出版社 

テラス型バス停（大阪市交通局・大正通り）

出典：国土交通省ホームページ 
（自動車交通局・自動車総合安全情報） 
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（3）社会全体での取組み   

 
 
 
 
 
 

取組みの視点１  「ゆとりの文化」の普及 

高齢者等が、車内事故防止のための取り組みを行うためには、ゆとりをもって乗降 

車することが不可欠である。このため、運送事業者のみならず、市民の同意と協力に 

より、この「ゆとりの文化」を社会全体において普及させることが必要である。 

 
 
 
 
 

【課題】 
・運送事業者の車内事故防止に対する責任意識の醸成が必要である。 
・高齢者等が席や手すりを必要としていることを言い出しにくく、利用者は高齢者に席

をゆずりにくい。 

・高齢者等が車内事故の危険性を認識していない場合がある。 
・高齢者は、自分の身体能力の自覚が不足していることがある。 

・一般ドライバーが、バスに対して無理な追い越しや急な割り込みをすることがある。 
・二輪車、自転車等の飛び出しが急ブレーキの原因となることがある。 

 
【対応】 

 取組むべき安全対策 
1) 運送事業者の取
組みの推進 

 

運送事業者団体での

キャンペーンの実施 

・事故の影響と対策の必要性を運送事業者を中心として社会

全体が認識するため、運送事業者団体でのキャンペーンを

実施する。 

2) 高齢者等の着席  
「おもいやりマーク」

の普及・促進 

・着席を必要としている高齢者等がその旨容易に表示して利

用者から理解されるよう、「おもいやりマーク」（P.21 参

照）の普及を促進する。 

モデル的キャンペー

ンの実施 

・「おもいやりマーク」に関する自治体、運送事業者等とタ

イアップした地域におけるモデル的キャンペーンを実施

する等。 

取組みの視点２  公共性の尊重 

公共性の高い乗合バスについて、その運転者が、車内事故の原因となる急ブレーキ 

や急ハンドル等の操作をしないですむよう、社会全体において、バス優先のルールを 

徹底するなど、乗合バスの公共性を尊重した取り組みを実施することが必要である。 
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 取組むべき安全対策 
3) 関係者への啓発  
高齢者への啓発 ・自治体の高齢者セミナー等を活用した車内事故に関する高

齢者等への啓発を行う。 

自動車及び自転車運

転者、歩行者等への

啓発 

・車内事故に関して、自動車及び自転車の運転者、歩行者等

への啓発を行う。 

※自転車、歩行者の飛び出し、自転車の急な進路変更及び車両脇

のすり抜け等により、バスが急停止して車内事故の要因とな

ることへの理解を求める。（学校等における交通安全教育で

も周知する。） 

 

《解説》 

■高齢者等の着席を必要とする人が着席できるようにする 
高齢者等の着席を必要としている人がバスの車内で着席している事は、バスの車内事故

防止に最も効果的である。しかし、座席の譲り合いの協力が得られない、見かけでは高齢

者等とわからない場合等があるため、高齢者等がバス等の公共交通機関を利用する際に身

につけ、周囲が高齢者等への配慮をしやすくするマークの導入の検討が望まれる。 
混雑時においては、乗り合わせたすべての利用者が、自然と高齢者を支えるように努め、

率先して席をゆずること。また、乗車時や降車時等に危険を感じたら、高齢者に代わって

運転者に声かけを行うことや、高齢者の腕を持って支える、手すりをつかんで伝い歩きし

やすい位置に高齢者を誘導すること等を積極的に行うことも望まれる。 
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附録Ⅰ．バスの車内事故を防止するためのこれまでの対策 

 

平成 18 年度にとりまとめられた「バスの車内事故を防止するための安全対策の提言」発出

以降（平成 19 年度以降）のバス事業者、自動車メーカー、道路管理者等の提言内容の認知、

活用状況、提言内容以外の取組み、提言を含む安全対策実施の効果、課題等について整理した。 

 

Ⅰ‐１．車内事故防止キャンペーンの内容 

（１）キャンペーンの実施内容 

国土交通省は、安全対策の提言（平成 18 年度）を踏まえ、(社)日本バス協会に対して事業

者における「車内事故の削減目標及び計画の作成」及び「バス利用者に対する注意喚起の徹底」

を図る等安全対策の推進を毎年要請している。 

(社)日本バス協会では、これを受けて平成 19 年以降の毎年７月の１ヵ月間、「バスの車内

事故防止キャンペーン」として、ゆとり乗降の啓発、ゆとり運転の励行を重点項目に実施した。

下表にキャンペーンのうち、乗合バスの内容に対応している安全対策の提言内容を示す。 

 

表 バスの車内事故防止キャンペーンの内容（乗合バス） 

  バスの車内事故防止キャンペーン 安全対策の提言 
（キャンペーンに対応した内容のみ）

1) 乗降時 着席 乗客が席に着くまでは絶対に発車

しない「ゆとり運転」を励行する。

・運転者は、目視、ミラー等によ

り、利用者が着席したことを確

認してからバスを発車させる。

 

2) 走行時 ｱﾅｳﾝｽ 例.「ただいま、車内事故防止キャ

ンペーンを実施しております。走

行中の移動は大変危険です。お降

りの際はバスが完全に止まってか

ら席をお立ち下さい。車内事故防

止にご協力をお願いします。」 
お立ちのお客様は手すり等にしっか

りおつかまり下さい。 

・走行中に席を移動しないこと、

バスが停車してから席を立つこ

とを利用者へ注意する。 

注意喚

起の 

掲示 

キャンペーン用ポスターの掲示。

初年度（19 年７月）のみ、注意喚

起のステッカーも配布。 

・「バスが止まるまで席を立たない

で下さい」との注意喚起のステ

ッカーを貼りつける。 
3) ダイヤ

編成 

 運行ダイヤを点検し、必要に応じ

て見直しをする等ゆとりある乗降

を可能とする「ゆとりダイヤ」を

確保する。 

・ゆとりある運行ダイヤを計画す

る等 

4) 運転者

教育 

 勉強会等を開催する等、本キャン

ペーンの趣旨を周知徹底する。 

・効果的な教育・訓練を実施する

・運転者相互の運転操作、接遇等

情報交換を行う機会を設ける等

その他  車内事故防止削減目標を定める。  

注）貨切バスについては、高速道路を走行するバスの後部座席シートベルト着用の徹底等について啓

発活動を行っている。 
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 車内アナウンスの活用例 
 一般乗合バスの乗務員：キャンペーン期間中

は、車内事故防止キャンペーンを実施中である

旨のアナウンスを積極的に行うものとする。 

 

 

 
［参考例］  

「ただいま、車内事故防止キャンペーンを実

施しております。走行中の移動は大変危険で

す。お降りの際はバスが完全に止まってから

席をお立ち下さい。車内事故防止にご協力を

お願いします。」 

 

 

 

 

 図 キャンペーン用ポスター 
 

「ただいま、車内事故防止キャンペーン中で

す。安全運行に徹しておりますが、止むを得

ず急ブレーキを掛ける場合があります。お立

ちのお客様は手すり等にしっかりおつかま

り下さい。車内事故防止にご協力をお願いし

ます。」 

 

 

 

 

 

 

 

（２）キャンペーンの効果 

 

バス事業者へのヒアリング調査によると、各社とも車内事故件数は減少傾向にあり、事

故削減目標を設定している事業者もある。 

キャンペーン中は運転者のマイク活用頻度が高くなる、利用者に協力を呼びかけるため

に、後述のチラシやティッシュを独自に作成している事業者もある。 

 

Ａ社 全国統一のキャンペーンなので運転者のモチベーションが向上し、マイクの活用

頻度も高くなる。今後も継続してほしい。 

   削減目標値は、前年の発生件数を下回るように設定し、ホームページでも公表し

ている（乗降時の転倒も含む）。 

 

Ｂ社 ７～９月の車内事故発生件数が、平成 21 年度の 25 件から平成 22 年度は 23 件に

減少。 

 

Ｃ社 車内事故は、平成 19 年度以降減少している。平成 22 年度は、過去の１年間の最

小発生件数を下回る年間 17 件以下を目標にしている。 
18 年度 41 件 
19 年度 30 件 
20 年度 18 件  上期（11 件）ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間中 （ 2 件） 
21 年度 19 件  〃 （ 9 件）       （ 1 件） 
22 年度 18 件   〃 （ 9 件）       （ 2 件） 

 



 

Ⅰ‐２．これまでの取組み 

Ⅰ‐２．１．バス事業者（運転者）の取組み 
  
各社で取組まれている内容を安全対策の提言に対応させて整理した。 

凡例：○グッドプラクティス、●実施していない、実施は困難、□参考情報 

提  言 バス事業者の取組み  

 1) 乗降時 

歩道へ正着する ◎高齢者等が乗降しやすいように、歩道に正着（平行）

かつ、極力近づけて停止する。 
○駐車車両等により、都心では正着できないことが多いため、週

に１回、特定区間で職員がバスレーンキープ作戦を実施（Ｄ社）。 
乗降を急がせない ◎高齢者等に対しては、「ゆっくり降車（乗車）して下

さい」と運転者が声をかけるように心がける。 

○利用者が、雨天時に足を滑らしたり、降車後に転倒したりする

こともあるので、常に「早めの安全案内」と「負傷者救護の最

優先」を運転者に実践させている（Ａ社）。 
○高齢者・障害者等に、「どこまで行きますか」と尋ね、降車バス

停を把握しておく（Ｄ社）。 
●あまり実施していない（Ｂ社）。 
□（関連）ドアは先に閉めてから着席を確認している（Ｅ社）。 ◎前面窓上左天井付近に設置されている、利用者（乗

客）知らせ灯、及びミラー（車内外）により、中（後）

扉乗降口に利用者がいないことを確認してから扉

を閉める。 

扉の開閉前に確認

○ドア開閉は、付近の利用者に注意しながら、安全のご案内とと

もに操作する。ドアが閉まりきるまで絶対に目を離さない。ス

イッチからも手を離さない（Ａ社、Ｅ社）。 

する 

○車内外にミラーを増設している（C 社、Ｄ社）。 
 参考．Ｄ社の車外用ミラーは、「リア広角レンズ」「アンダーミ

ラーのワイド化」を採用。車内外計 11 カ所。 
○高齢者等が乗車された際には、「恐れ入りますが、どなたか席を

譲っていただけませんか。」とお願いし、協力者には「ご協力あ

りがとうございました。」とお礼を言う（Ａ社）。 

移動制約者の着席 ◎混雑時において運転者は利用者に対し、高齢者・障

害者、妊産婦等移動制約者に席を譲るよう頼み、礼

も言う。 

を誘導する 

□そもそも高齢者とわかりにくい場合がある（Ａ社）。 
●席の譲り合いにご協力いただけない場合がある（Ａ社）。 
●実施しているが、席を譲ることを強制することは困難（Ｂ社）。 
□他の利用者に席をお譲りいただくようお願いすることで、逆に

そのお客様が「年寄り扱いされた」と心象を害されることがま

れにある。言葉遣いや表情には配慮している（Ａ社）。 
○高齢者の疑似体験装置による実習（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社）。 

 34
 



 

 

提  言 バス事業者の取組み  

 1) 乗降時（つづき）

○「お客様が着席するまで絶対に発車しない」と指導している。 ◎運転者は、目視、ミラー等により、利用者が着席し

たことを確認してからバスを発車させる。 

利用者が着席して

から発車する 「発車します。放送前に、車内ミラーで高齢者等が着席してい

るか確認している。利用者が座席の死角となって見えない場合、

座ったように見えたが半分だけ腰掛けている等があるため、確

実に確認するように指導している（Ａ社）。 

 

○「発車します。」とアナウンスをしてから一呼吸置くと、高齢者

は体勢を整えることができる（Ａ社）。 
○「ご着席いただきましたら発車します」とアナウンス。「危険で

すので」という言葉も入れても良いのでは（Ｅ社）。 
□利用者が座り直す（中腰）タイミングがわからず、発進するこ

とがある（Ｅ社）。 

●利用者が席に着くまでは絶対に発車しないことを原則としてお

り、マイクで着席を呼びかけているが、利用者が着席しない場

合は発車している（Ｂ社）。 

●高齢者は座ると立ち上がることが困難なので、短い区間に乗車

した場合、着席をお願いすることは困難な場合もある（Ｃ社）。 

●利用者が完全に着席するところまでは確認できない（Ｄ社）。 

●運転席後部の座席等、運転席から見にくい部分がある。 

□「ドアを閉める」～「利用者が着席してから発車する」を一連

の動作として捉えた方が運転者が実行しやすい（Ｅ社）。 

○高齢者が車内転倒により骨折等した場合、深刻な後遺症を残す

こともあることを運転者に周知している。高齢者は、筋力の衰

えから大きくつまづいたり、転倒したりすることを念頭に置い

た運転をするように運転者に指導している（Ａ社）。 
○高齢者が転倒しやすい理由について、初任者に指導（Ｅ社）。 
 例：機敏性の低下（若年層の方が素早く物をつかめる）、筋力低

下に伴うバランス能力の低下から、転倒しやすい。動作が

遅いので前の席へ移動したくなる。受傷内容の事例。 
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 提  言 バス事業者の取組み 
  2) 走行時 

○アナウンスの例 ◎「危険ですからバスが停止してから席をお立ち下さ

い」、｢走行中の座席の移動は危険ですからご遠慮下

さい｣、「走行中、発車直前の両替は危険ですからご

遠慮下さい」等と車内放送で注意を促す。 

走行中に席を移動

（Ａ社）①「発車します。つり革や手すりにおつかまり下さい。」 しないこと、バス

②「安全のため走行中の席の移動はご遠慮ください。」 が停車してから席

③「やむを得ず急停車することがあります。つり革や手

すりにおつかまりください。」 
を立つことを利用

◎座席背もたれの背面に「バスが止まるまで席を立た

ないで下さい」との注意喚起のステッカーを貼り付

ける。 

者へ注意する 

④「お降りの際はバスが完全に止まってから席をおたち

ください。」 
（Ｃ社）「走行中の車内移動は大変危険ですので、おやめください」 ◎高齢者・障害者が、どの席に座っているかを確認す

る。 「お降りの際はバスが完全に止まってから席をお立ち下

さい」 ◎荷物を多く持っている高齢者の動向には注意する。

「発車します。おつかまりください」等の案内の徹底。 ○バス停に到着してから、到着した旨を放送する。 

（D 社）「バスが止まるまで座ってお待ち下さい。」職場意見交換

会からの提案。「立つ」という言葉に反応して立ち上がっ

てしまう人もいるため導入。降車ボタンを押すと流れる音

声及び肉声で案内している。 

（Ｅ社）バスが完全に停止した後に「○○に着きました。」 

ドアを閉める前に「お後ございませんか。」 

（Ｘ社）「バス停に着くまでは席を立たないで下さい。」 
○シルバーパス交付、更新時にチラシを配布：「バスが停車してか

ら席をお立ちください。」等の事故防止のポイントと、転倒した

高齢者のイラストを掲載（Ｂ社）。 
□利用者に骨折の危険性を認識させるまでの表現は控えており、

表現を工夫して不快感をもたれないようにしている（Ｂ社）。 
●走行中の車内の動向を全て確認することは困難（Ｂ社）。 
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 提  言 バス事業者の取組み 
  2) 走行時（つづき）

□IC カードの導入が進んだことにより、財布から現金を取り出す

必要がなくなり（運賃収受が簡素化され）、車内事故の減少に寄

与した（Ａ社）。 

○カード方式（IC 等）の積極的な普及を促進すること

で、利用者に不安定な姿勢を誘発する車内での現金

扱い、両替を大幅に減らす。 

カード方式（IC等）

を普及させる 

 

□高齢者は乗降時にＩＣカードをタッチする等の動作から転倒等

の危険な体勢となることも考えられるため、シルバーパス等の

提示するだけで乗車できる方法は、バスの車内事故減少に有効

である。（Ａ社、Ｄ社）。 

 

 バス停での運賃表 ○バス運賃の事前準備を利用者に働きかけるために、

バス停に運賃をわかりやすく表示する。 示を行う 

○停車に際しては、高齢者等が早めに席を立つことを想定して、

事故防止のアナウンスとともに「ゆるやかなブレーキ」を心が

けさせている。急発進、急停車の際に、利用者が「どのように

感じるか」を念頭において、マイク案内と静かな運転操作に努

めている（Ａ社）。 

滑らかに運転操作 ◎発進、停止、旋回時等のショックを最小限に抑える

運転操作（滑らかな発進・停止・右左折、カーブの

手前での十分な減速等）の指導を行う。 

する 

◎バス停のかなり手前から減速する。 

○発進時、停止時のＧ等を測定する運転訓練車両の活用： 
（Ａ社）運転者が自身の運転操作、運転姿勢や目の動き等が、

客観的な映像や数値として見ることができるので、導

入を予定している。 
（Ｂ社）客観的にアクセル、ブレーキ操作が何Ｇであったかが

運転者が理解することができ、0.2G 以下の滑らかな発

進、停止を身につけることができる。 
（Ｃ社）発進・停車・右左折時等の前後左右のゆれなどに対し

て、適切に操作できているか、習慣付くよう教育・指

導している。 
（D 社）発進時の G、前車との車間距離等を計測できる、安全

運転訓練車を定期研修や事故惹起者の事故再発防止研

修に活用している。発進直後のブレーキ（0.8～0.9G）

についても体験。 
○走行訓練：バス車内の水を張ったタライを配置し、水がこぼれ

ないような静かな運転をする教育を実施（Ａ社）。 
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 提  言 バス事業者の取組み 
  2) 走行時（つづき）

 タイヤハウス上の ◎高齢者、子供等は（危険なので）運転席後部の高い

席には座らないよう、「お年寄・お子様のご利用は

ご遠慮下さい」等の注意のステッカー等を貼り付け

る。 

最前部座席を利用

制限する 

 ○毛糸の手袋は手すりから滑りやすいので、車内放送

等で注意を促す。 

冬季の手袋使用者

へ手すりの使用に

ついて注意する 

○利用者の耳に残るのは運転者の気持ちのこもった肉声。 ◎車内放送（自動放送）により、次停留所、乗換案内

等を聞き取りやすい音量、音質で繰り返し行えるよ

うにする。 

優しい車内放送を

（次停留所案内の声は女性なので）降車ボタンを押すと流れる

音声「バス停に着いてから席をお立ち下さい」は、男性の声

にしている（Ｅ社）。 

行う 

（整備、改良を含

◎運転者は、高齢者の動きを把握し、優しく、わかり

やすく、ゆっくり明瞭に車内放送をする。 

む） 

○研修走行中にバス停を想定し停車・発進の際等車内を確認して

いるか、また、マイク活用の観点から「発車します。おつかま

りください」等の基本用語を発しているか。集音器により、マ

イクでの案内が利用者に届いているかどうか計測し、何デシベ

ルかを運転者に伝えている（Ｃ社）。 

◎次停留所の案内時期を、前停留所発車または通過直

後となるようにする｡ 

◎出庫時等における運転者の設備点検項目、及び車両

整備項目に、車内放送設備の作動を追加する。 

 振動や揺れ等の事 ○踏切、工事区間等の段差通過前には、「揺れますの

でご注意下さい」と車内放送する。 前情報を提供する

  3) ダイヤ編成 

□運転者に先を急ぐ気持ちがあると、利用者の着席を確認しない

で発車することがある。遅れ、後続バスとのダンゴ運転時に先

を急ぐ心理状態になりやすいので、ゆとりダイヤが重要である

（Ｅ社）。 

○安全な速度で定時運行可能な、ゆとりある乗降を可

能とするダイヤを編成する。曜日別、時間帯別の運

行時間の平均値、及び試運転、道路混雑状況の把握

からダイヤ編成を行う。運行時間には、高齢者等利

用者の車内での乗降、移動、着席・離席、料金支払

い等の各種動作時間が含まれる。 

ゆとりある運行ダ

イヤを計画する 

□利用者側に対しても、ゆとりあるダイヤ編成、高齢者等の乗降

には時間がかかることを理解してもらうことが重要（Ｄ社）。 
 
□定時性より安全が第一と、運転者に指導している（Ｄ社）。 安全な遅延回復を ○道路混雑による遅延回復は、起終点の「待機時分」

を多めに取る、始発バス停にバスを発車時刻前に到

着させること等が効果的である。 

行う 

 38



 

 

 提  言 バス事業者の取組み 
 4) 運転者教育  

○始業点呼、終業点呼において、運行管理者から注意指示を伝達

（Ａ社）。 
◎事業者は、運転者を対象とした研修会を定期的に開

催する。研修会では高齢者の心理・行動特性を座学

と高齢者・障害者の擬似体験により認識させ、車内

放送における危険告知等についても認識させる。 

効果的な教育・訓

練を実施する 

 ○高齢者の乗車中の心理面について運転者に熟知させている。 
（教育プログラム ①自分は動きが遅いので、降りるときに周りに迷惑をかけたく

ない。 全体） ○バス車内事故の事故事例を参加型グループ学習方式

でケース研究し、運転者の参加を積極的に求める。 ②バス停に近づくと、どうしても前の方の席へ移動したくなる

(前降りの場合)。（Ａ社） 
○運転者の重点目標として、①車内の動静確認、②指差呼称、③

右左折時の一旦停止を３本柱としている（Ｄ社）。 
○アイマークレコーダーを活用し、運転者の手の動きに対応した

視線の動きがあるかどうか、確認している（Ｄ社）。 
○日常は、運行管理者よる点呼時の注意喚起や、集合教育・小集

団活動（10 名程度）等でも事故事例などを共有することで問題

を分析し対策を講ずるなど、意識の向上に努めている（Ｃ社）。 
○運転者に自分の運転をふり返ってもらっている（Ｅ社）。 
 例：利用者が席に着くまで発車しませんでしたか？ 
○年４回の安全研修を実施（Ｂ社）。 
○添乗調査（覆面調査）の実施 

（Ａ社）運行管理者による添乗指導に加え、外部の調査会社へ

委託した添乗調査を年３回実施し、その結果を直接運

転者に指導・教育している。 

（Ｂ社）ドアの操作が停車後に行われているか、車内外の安全

確認、発進、停止時のブレーキと車内の動向確認、マ

イクの活用（発車時、右左折時、扉操作時）、運転姿勢、

接遇（会釈等）、挙手の禁止等を確認している。 
（Ｄ社）事務員の私服による指差呼称の実施調査、適正なシー

トポジション（アイポイントの確保）の調査の実施。 
○街頭調査の実施（Ａ社、Ｃ社）：駅頭で運転者が発車前に指差、

呼称しているか確認し、直接運転者に指導・教育している。 
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 提  言 バス事業者の取組み 
 4) 運転者教育  （つづき） 

○ヒヤリハットの発生場所、状況等を記入する報告書（匿名）の

投函箱を営業所の休憩所に設置（Ａ社、Ｂ社）。 
◎運転者がバスの利用者として立ち席で乗車し、交代

で運転する等して、人による運転の違い、案内の違

い等を体感しつつ、自分の運転等のくせを改善する

機会を設ける。 

運転者相互の運転

操作、接遇等情報

○終業点呼時に、運転者はヒヤリハットの発生場所、状況等を日

報に記入して運行管理者に報告し、他の運転者に注意喚起する

ため、営業所内に掲示している（Ａ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社）。 

交換を行う機会を

設ける 

◎運転者が常日頃からバスに利用者として乗る機会を

設け、他の運転者の運転、接客状況や、乗員の行動

を把握する。 

○マイク活用ロールプレイ（Ａ社）：運転者役、利用者役を決めて、

発進時、席をお譲りいただく場合等のシナリオに沿ったマイク

活用のシミュレーションを行う(新人教育)。 
○他社バス見学（Ａ社）：他社のバスに利用者として乗車し、感想

文(見学記録)を提出。 

 
○デジタルタコグラフの活用  ○ドライブレコーダーで撮影した記録映像等を、ヒヤ

リ・ハット事例の共有、自身の運転のくせを改める

等に活用する。 

（Ａ社）デジタコは全車導入済みで、運行記録データ(加減速等)
に基づく指導を行っている。 

（Ｃ社）デジタコで、速度超過、加速、回転速度等を確認。 
（Ｄ社）アクセル、ブレーキ、エンジン回転数等の評価が低い運

転者に対して、発進時の加速のくせ等を改め、優しい運転を再

認識するよう指導している。車内速度基準に達すると警告音を

鳴らす設定にしている。 
○ドライブレコーダー記録映像の活用 
（Ａ社、Ｃ社）ドライブレコーダーは順次全車に取付け予定。 
（Ｄ社）運転者からのヒヤリハットの申告により、記録映像を確

認し、小集団教育に活用している。 
 

Ｄ社 デジタルタコグラフを導入した年には車内事故発

生件数が 32.6％減少、５年後のドライブレコーダー

導入時には、同 36.0％減少。 
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 提  言 バス事業者の取組み 
 4) 運転者教育  （つづき） 

○バス停で「バスが止まるまで座ったままお待ち下さい」を明記

したティッシュを配布（Ｄ社）。 
◎車内放送等ご案内のあり方、走行中は席を立たない

等の利用者への注意点等について、運転者と運行管

理者の共同研修を実施する。利用者代表を地区から

選んで研修会に参加してもらうことも検討する。 

高齢者等利用者と

の意見交換を行う

 

 

 

 

 

 

運転者の要望で増設したミラーの例（左） 運転者に考えさせる教育資料の例 
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 車内床面の利用者への注意喚起 
 

運転者デザインステッカー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大型の車額ポスター  

 

 

 

 

 

 

 

 42PR グッズ（ウエットティッシュ） 

シルバーパス交付時に配付するチラシ 



 

 

 

参考資料．高齢者優待乗車証等の導入事例 

市町村名 制度名 IC等 対象者 内容

札幌市 敬老優待乗車証
〔磁気・
一部回
数券〕

70歳以上

【利用できる公共交通機関】
　 市電、地下鉄、中央バス、ジェイアールバス、じょうてつバス、夕鉄バス、ばんけいバス。
市電、地下鉄、中央バス、ジェイアールバス、じょうてつバスは「乗車カード」（ウィズユーカードのような磁気カード）、夕鉄バス、ばんけいバスは回数券形式の「乗車券」を利用。
【本人負担】
利用者負担金　　利用限度額                利用者負担金　　利用限度額
 1,000円　　　　　10,000円                        10,000円　　　 　 50,000円
 3,000円　　　　　20,000円                        13,500円　　　　  60,000円
 6,000円　　　　　30,000円                        17,000円　　　 　 70,000円
 8,000円　　　　　40,000円

青森市
高齢者福祉乗車証「い
き・粋乗車証」

呈示式
（紙、写
真付）

本市に居住している満７０歳以上の方
市内の市営バス、ＪＲバス（雲谷地区在住のかたに限る）が低料金で利用できる高齢者福祉乗車証「いき・粋 乗車証」（有効期限なし）を交付。
【利用方法】  ①ワンコイン制度；乗車証を提示の上、1回の乗車につき１００円を支払う。（市営バスはバスカード利用可）
                    ②フリーパス券制度；一定期間何回でも乗車可能なパスを購入し、乗車証を提示の上利用する

仙台市 敬老乗車証 〔磁気〕 70歳以上

【利用できる公共交通機関】
市営地下鉄・市バス・民営バス1社　　※ 次から選択　　①利用限度額なし(負担額徴収）　　②利用限度額10,000 円(負担額なし)
【本人負担】
介護保険料の所得段階     1～3の者　1,000円     4～7の者  5,000円
※無料乗車証(利用限度額あり)との選択可
※ 平成17年の税制改正（高齢者の非課税限度額の廃止等）の影響を受ける方への経過措置については、平成21年9月をもって終了

東京都 東京都シルバーパス
呈示式
〔磁気〕

満70歳以上の都民で希望される方に、都営交通（都バス、都営地下鉄、都電、
日暮里・舎人ライナー）と都内の民営バスに乗車できる「東京都シルバーパス」を
発行している。（パスの有効期限は発行日にかかわらず毎年9月30日まで。）

（1）区市町村民税が課税の方
　・ 10月から翌年3月までに購入される場合　　20,510円
　・  4月から同年9月までに購入される場合　　10,255円
（2）区市町村民税が非課税の方　　1,000円
（3）平成23年度経過措置の対象の方　　1,000円　　[（2）･（3）の方は、発行日にかかわらず一律1,000円。]
　　　•平成22年の合計所得金額が125万円以下の方
　　　•平成22年度経過措置により、平成17年度の区市町村民税が非課税であったことにより、費用負担額1,000円でパスの発行を受けた方

川崎市
高齢者特別乗車証明
書

紙パス 住民基本台帳及び外国人登録原票に登載されている満70歳以上の方

○コイン方式
　「高齢者特別乗車証明書」をバスに乗るときに提示し、大人の普通乗車料金の半額（10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。）を支払って乗車します。
○フリーパス方式
　「高齢者特別乗車証明書」を示して「川崎市高齢者フリーパス」(有料)を購入し、バスに乗るときにフリーパスを提示して乗車します。
　・1か月有効　 1,000円　　・3か月有効 　3,000円　　・6か月有効 　6,000円　　　・1年有効   12,000円

横浜市
横浜市敬老特別乗車
証

紙パス 市内に居住している満70 歳以上の人（公共交通機関の利用が困難な人を除く）

【利用者負担（年額）】
① 生活保護受給者、世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者…無料
② 市民税非課税者…2,500 円
③ 市民税課税者で合計所得金額700 万円未満の者…  5,000 円
④ 市民税課税者で合計所得金額700 万円以上の者…15,000 円
※身体障害者手帳1～4 級所持者、被爆者健康手帳所持者等は無料

川越市
川越市内循環バス特
別乗車証

紙パス
①市内に住所を有する、満70歳から79歳の方
②満80歳以上の方

市内に住所を有する、満70歳から79歳の方には市内循環バス（川越シャトル）が1回の乗車につき100円で利用できる割引乗車証（白色）を、
満80歳以上の方には無料でご利用できる乗車証（黄色）を交付。

長野市 おでかけパスポート 紙パス 長野市在住の70歳以上の方 長野市内の路線バスが，1回100円で利用可能。 現金での利用に限る。身体障害者割引は適用されない。　利用は，一般の路線バスに限る。

浜松市 社会参加促進事業

〔①：IC
カード
②：磁気
カード①
②以外：
紙券〕

70歳以上の方

【利用できる公共交通機関】
下記の券を選択（年1回交付）
①民営バス・電車共通カード、②民営バス乗車券、③民営バス乗車券、※①②③は別会社
④3セク（天竜浜名湖鉄道）乗車券、⑤タクシー利用券、⑥鍼灸マッサージ券、⑦ガソリン券（地域限定）
【本人負担】なし
※ 平成20年度から、交付資格の判定基準に「所得制限」を導入。交付年度の前々年分の所得金額が200万円以上の者は対象外

名古屋市 敬老パス
呈示式
〔磁気〕

本市内に住所を有する65歳以上の方 

≪利用できる交通機関及び区間≫
①名古屋市営交通（市バス・地下鉄）の全線    ②ゆとりーとラインの全線    ③あおなみ線の全線
≪負担金の額≫
敬老パスの交付には、次の３つの区分に応じた負担金が必要となります。
①世帯員全員の合計所得金額が基準額（※）以下の方                     　生活保護を受給している方：1,000円
②本人の合計所得金額が基準額以下であって、他の世帯員の合計所得金額が基準額を超える方：3,000円
③本人の合計所得金額が基準額を超える方：5,000円
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市町村名 制度名 IC等 対象者 内容

京都市 京都市敬老乗車証
呈示式
〔磁気〕

福祉乗車証などの無料乗車証をお持ちでない70歳以上の方
通用区間：市バス路線（定期観光路線を除く）、市営地下鉄線、岩倉・大原方面を運行する京都バス路線、山科・醍醐方面を運行する京阪バス路線、京北ふるさとバス路線。（醍醐コ
ミュニティーバス路線は平成18年度10月以降）
負担金額：介護保険料の所得段階区分により算出。

大阪市
大阪市敬老優待乗車
証

IC

市内に住所を有する70歳以上の方。
ただし、重度障害者等タクシー利用券および敬老優待乗車証以外の無料乗車
証（介護人付無料乗車証等）の交付を受けている方、特別養護老人ホームに入
所されている方を除く。

高齢者の社会参加を促進するために、市営交通機関(バス・地下鉄・ニュートラム)に無料で乗車できる「敬老優待乗車証」を交付している。

阪急バス 阪急グランドパス IC 65歳以上の方用の全線が乗り放題の記名式日極め定期券 ・1か月定期 5,500円　　・3か月定期 11,000円　　・6か月定期 21,000円　　　・1年定期   40,000円

堺市
おでかけ応援カードの
交付

紙パス 65歳以上
【利用できる公共交通機関】民間バス3社（※利用可能日：毎月5、10、15、20、25、30日の各日）
【本人負担額】「おでかけ応援カード」を提示し、100円を払って乗車

尼崎市
尼崎市バス特別乗車
証

紙パス 高齢者(交付対象:70歳以上で市内に引続き1年以上居住している方)
　現在は、75歳以上を対象に（市内市外在住を問わず）　「ふれあい定期券」（市交通局）を発売
　・3か月定期 4,000円　　・6か月定期 7,000円　　・1年定期 12,000円

神戸市
神戸市敬老優待乗車
証

IC
市内に住所を有する満70歳以上の方
※ただし、心身障害などにより福祉パス・タクシー利用券を受けている方は除く。

【対象交通機関】　市バス 、市営地下鉄、市内を運行する民営バス (神姫バス・神姫ゾーンバス・山陽バス・神鉄バス・阪神バス・阪急バス)、神戸新交通 (ポートライナー・六甲ライ
ナー)
【負担額】　・バス 100円/回　　　・地下鉄、ポートライナー、六甲ライナー 小児料金/回
【その他】　所得の少ない方には、敬老パスに加え、本人が希望する各社ごとの独自の敬老無料乗車券(カードまたは回数券)を交付。この敬老無料乗車券を利用することで、バス均
一区の換算で、年150回程度無料で乗車できる。

姫路市
高齢者バス等優待乗
車証の交付

紙パス 市内に住所を有する満75歳以上の方や新たに市内に転入した満75歳以上の方

満75歳以上の方（ただし、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を除く）にバス等の優待乗車証を交付。
下記の交通機関の中から1つを選択できる。
○バス優待乗車証： 神姫バスの市内停留所間の運賃が無料。（毎年4月1日更新）
○JR優待乗車カード： 年間10,000円分のオレンジカードを交付。 JR西日本の各駅間において利用できる。
○山陽電車優待乗車カード：年間10,000円分のエスコートカードを交付。山陽電車の各駅間において利用できる。
○船舶優待乗船券：姫路⇔家島（家島・坊勢・男鹿）間の定期航路において片道の運賃が無料になる優待乗船券を年間10枚交付。

和歌山市 元気70カード
（紙、写
真付）

和歌山市に住民登録されている７０歳以上の方 バスカード（乗車の都度100円）もしくは、駐車場利用券（利用の都度最初の1時間無料）と，公衆浴場回数券（１回200円　月4回）を交付。

広島市
高齢者公共交通機関
利用助成

〔磁気
カード・
回数券〕

70歳以上

【利用できる公共交通機関】民営バス10社･電車1社      →･JR･船2社･市内タクシー各社･3セク（アストラムライン）
※利用限度額 6,000円の範囲内で以下から選択
①共通カード(バス8社･電車･3セク)、②各回数券、③タクシーチケット
【本人負担】なし

北九州市 ふれあい定期券 IC 　現在は、75歳以上を対象に（市内市外在住を問わず）

　現在は、75歳以上を対象に（市内市外在住を問わず）
　「ふれあい定期券」（市交通局）を発売
　・3か月定期 4,000円
　・6か月定期 7,000円
　・1年定期   12,000円

福岡市 福岡市高齢乗車券
〔IC・回
数券等〕

福岡市に住民登録（外国人登録を含む）をしている満７０歳以上の人であって、
介護保険料所得段階区分が１から６の人。
ただし、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・
被爆者健康手帳を持っている人は、
福祉乗車券が交付されるので、高齢者乗車券の交付対象者にはならない。

（１） 乗車券の交付額
  本人の介護保険料所得段階に応じて、次のとおり高齢者乗車券を交付。
・介護保険料所得段階区分が１～４の人 年額12,000円以内
・介護保険料所得段階区分が５・６の人 年額　8,000円以内
（２） 乗車券の種類　（いずれか１種類を選択）
  ・交通用福祉ＩＣカード
（平成２２年度乗車券として交付するＩＣカードには、あらかじめ交付額がチャージ（入金）されている。）
  ・ＪＲバス　　回数乗車券   ・市営渡船　乗船引換券（乗船券売り場で乗船券と交換が必要）　  ・板屋脇山線乗合タクシー　回数乗車券
  ・今宿姪浜線乗合マイクロバス　回数乗車券

西鉄バス 西鉄グランドパス IC 65歳以上の方用の全線が乗り放題の記名式日極め定期券
　　・1か月定期 6,000円　　・3か月定期 13,000円　　・6か月定期 23,000円　　　・1年定期   42,000円
　　　高速バス・特急バス乗車時は運賃半額。

佐世保市
佐世保市敬老特別乗
車証

IC ７５歳以上の市民 市バスと西肥バス共通の無料パス券（敬老パス）

熊本市 さくらカード制度 磁気
・70歳以上の方
・被爆者健康手帳をお持ちの方

「おでかけ乗車券」　購入金額：1,000円で5,000円分乗車可能。

鹿児島市 敬老パス IC 鹿児島市内にお住まいの70歳以上の方 市電・バス・桜島フェリーを3分の1の料金で利用できる敬老パスを交付。

：政令指定都市
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Ⅰ‐２．２．高齢者等自身による自衛のための車内事故防止の取組み 

 事業者から間接的に利用者意識の変化した点、変化しない点を収集した。 

 

 提  言 バス事業者からの情報 
□利用者に対する「車内事故防止」のご案内は、一定程度の浸透、

定着が図られたと考えられる（Ａ社）。 
走行中は席を立た ◎走行中は席を立たない。 

ない ◎バスが完全に停止してから降車口へ向かう。 

  □高齢者のなかでも前期高齢者等は、年上の利用者に気を遣って

（自分はまだ大丈夫という意識から）着席しないケースがある

（Ｂ社）。 
□発進時は低速のため、利用者は油断しており、不安定になりや

すいことが推測される（Ａ社）。 

□高齢者のなかでも女性のなかには、両手に荷物を持っている、

履物のヒールが高い人がいる（Ｂ社）。 
手すりを使用する ◎（満席で立席となる利用者は）手すり等（アシストグ

リップ、スタンションポール）にしっかりつかまる。

急制動に備えて、立ち位置より進行方向後ろ側の手

すり等につかまるようにする。 

□路線バスは、急停車時に前の座席の背で顔や胸などを強打する

危険性がある。もしもの時に備え、前席背部に設置された手す

りを握ることも大切（Ｃ社の利用者）。 
 ◎運転中の運転者には、みだりに話しかけない。 運転中の運転者に

は話しかけない 

席を譲り合う ◎高齢者・障害者等が乗車したら席を譲る。 □年齢相応の容貌でない利用者は、気づかれない場合がある（Ａ

社）。 
 バス停以外の場所 ◎バス停以外の場所で乗降を依頼しない。 

・ただし、指定された各停留所以外の場所でもバスの

乗り降りが自由にできる、フリー乗降区間を除く。

での乗降を禁止す

る 
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Ⅰ‐２．３．自動車メーカー等における車両安全対策の取組み 

 旧提言に対応した（社）日本自動車工業会及び国土交通省における導入、開発の状況を整理した。 

  提  言 導入、開発の検討状況 
  1) 乗降口 

・ノンステップバスの標準仕様。 ◎ステップ照明灯などの足下照明を設置し、夜間の視認

性を向上させる（ノンステップバスの標準仕様）。 
ステップの夜間視

認性向上を図る 

・ (薄型料金箱：車体規格集(2010 年度版)に規格化(BF154)) ○薄型運賃箱を導入し、前扉の通路幅を確保する（詳細

はノンステップバスの標準仕様策定報告書を参照）。

薄型運賃箱を導入

する 

△運賃の収受方法の統一化等を検討し、更に使いやすく

コンパクトな運賃箱を開発する（ノンステップバスの

標準仕様・将来の開発普及目標）。 

扉挟み込み防止セ △ドア開閉時に利用者が接触すると開閉作動を一時停

止する等扉周辺センサーの最適化を図る。 

・「扉挟み込み防止」：日本自動車工業会大型車部会・バス分科会

にて、平成 21 年度 JARI 委託研究により保安基準別添１０６

（新ワンマンバス構造要件）に合致した「光電管配置」を決定。

標準仕様として、自動車工業会、車体工業会が 

ンサー等の最適化

△高齢者は、降車中に体は車外に降りきっていて、手だ

け手すりを握ったままの状況になることがあるため、

車外センサーまたは握り棒タッチセンサー等を検討

する。 

を図る 

 
  「バス車体規格集（2010 年度版）「光電管取り付位置 N 型

（BB118-N)」として制定。 
 △乗降中に電源が落ちても扉が閉まらないような構造

を検討する。 

・「扉 SW 誤操作防止」：放送装置 SW との誤操作防止に配慮し、

レイアウトすることにした。各事業者向け SW ボックス設計の

際に実施。2012 年 7 月から保安基準として適用。（自動車工業

会、車体工業会）。 

○運転席のマイク切替スイッチとドア開閉スイッチを

識別しやすくし、誤操作を防止する。 

扉操作スイッチを

識別しやすくする

（運転席） △運転席まわりのスイッチ類が材質、形状、設置位置、

操作方向等で確実に識別できるようにするために、今

後、技術的検討を行う。 ・「扉 SW 誤操作防止」は、車体規格集(2010 年度版)に推奨レイ

アウト記載(参考資料７) （自動車工業会、車体工業会） 
・アクセルインターロック方式は、前扉では既にオプションとし

て設定済み。（自動車工業会、車体工業会） 
△前扉が開いている時に誤って発車しないように、シフ

トロック方式等防止装置を検討する。 

開扉発車防止装置

の改良を図る 

 （前扉） 
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 提  言 導入、開発の検討状況 
  1) 乗降口 つづき

□運転者が SW によりニーリング操作をしている。 ニーリング機構が △扉が開いている時はニーリングが解除されない等、安

全対策を図る。 安全に作動するよ
うにする 

○寒冷地においては、ステップの雪を溶かすステップヒ

ーターを設置する。 

□寒冷地の一部のバス事業者で導入済みであり、ノンステップバ

スの乗車口付近の床面にも導入済み。 
乗降口の凍結を防

止する 

  2) 車内 

・ノンステップバスの低床部をできるだけ拡張する。（国土交通

省の「バリアフリー車両の開発」検討会での将来課題） 
△ノンステップ床面と同一地上高であるフラットな床

面を極力拡大し、将来はフルフラットな床面のノンス

テップバスを開発する。 

ノンステップ床面

を拡大する 

△タイヤ直径を更に小さくし、車内に飛び出すタイヤハ

ウスを極力小さくし、車内段差を低減する。 

・タイヤの小径化等により、タイヤハウス上座席等を低くする。

耐加重、ブレーキ性能等の検討必要。（国土交通省の「バリア

フリー車両の開発」検討会での将来課題） 

タイヤハウスの突

出量を縮減する 

・ノンステップバスの標準仕様。 ◎床は滑りにくい材質または仕上げとする（ノンステッ

プバスの標準仕様）。 

床は滑りにくくす

る 

・ノンステップバスの標準仕様。 ◎縦握り棒（スタンションポールまたはスタンションパ

イプ）は、座席２列（横向き座席の場合は２席）ごと

に１本配置する（ノンステップバスの標準仕様）。 

手すりを適切に設

 置する 

◎タイヤハウスから優先席周辺まで高さ 800 ㎜程度の

位置に水平手すりを設置する（ノンステップバス標準

仕様）。 

◎後部段差部に手すり等をつける（ノンステップバス標

準仕様）。 

○縦握り棒は、必要に応じて増設する。 

・ノンステップバスの標準仕様。 手すりは滑りにく ◎握り手の表面は滑りにくい素材や仕上げとする（ノン

ステップバスの標準仕様）。 い材質とする 

・ノンステップバスの標準仕様。 ◎手の不自由な利用者でも使用できるものを、利用しや

すい位置に設置する（詳細はノンステップバスの標準

仕様を参照）。 

降車ボタンは利用

しやすい位置に設

置する 
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 提  言 導入、開発の検討状況 
  2) 車内 つづき 

・ノンステップバスの標準仕様。 室内色彩に配慮す ◎座席、握り棒、通路及び注意箇所などは高齢者や視覚

障害者にもわかり易い配色とする（ノンステップバス

の標準仕様）。 

 る 

◎高齢者及び色覚障害者でも見えるよう、縦握り棒、押

しボタン等、明示させたい部分には、朱色または黄赤

を用いる（ノンステップバスの標準仕様）。 

◎天井、床、壁面等、これらの背景となる部分は、座席、

縦握り棒、通路及び注意箇所等に対して十分な明度差

をつける（ノンステップバスの標準仕様）。 

・ノンステップバスの標準仕様。 優先席を設置する ◎優先席は乗降口に近い位置に３席以上（中型では２席

以上、小型では１席以上）設置する（ノンステップバ

スの標準仕様）。乗車口から降車口までの距離（車内

移動距離）が短い位置の座席について優先席とする。

・荷物棚（タイヤハウス上等）。 △バス車内に荷物棚を設備する。また、座席付近にフッ

クを取り付けることを検討する。ノンステップバスの

タイヤハウス上の座席を設置せずに、荷物棚を設置す

るための自主基準を作成する。 

荷物棚（荷物置場）

・車両左側タイヤハウス上を燃料タンク置き場とし、座席を廃止

する実車検討を平成 23 年度自動車工業会大型車部会・バス分

科会にて実施予定。 

を設置するための

自主基準を検討す

る 

 角のある箱類の設 ○車いす用固定ベルト入れ、運賃箱、ヒータ等の角のあ

る箱類は、利用者に配慮して設置する。 置位置に注意する

・警報自動アナウンス：新たな開発の進捗はなし。 △路面が荒れている等により、車体に急激なゆれが生じ

た場合等に、車内アナウンスを運転者に代わって自動

で行う装置を開発する。 

警報自動アナウン

スの導入を検討す

る 
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 提  言 導入、開発の検討状況 
  2) 車内 つづき 

・「車室内モニターカメラ」：日本自動車工業会大型車部会・バス

分科会にて平成 21 年度 JARI 委託研究により現状室内ミラー

に対しミラー仕様の見直し、カメラの設置による車室内の乗客

視認性向上を研究した。成果を推奨仕様として「バス車体規格

集（2010 年度版）「室内ミラーとモニターカメラの設置検証事

例（参考資料６）」に掲載。(車体規格集(2010 年度版)に規格化。

参考資料６) 

運転席モニター等 △車内利用者の挙動（高齢者の着座、乗降口からの乗降

車等）を十分把握できるよう、モニターカメラ等を設

置するための自主基準を作成する。（ドライブレコー

ダーの活用も検討）。 

を設置するための

自主基準を検討す

る 

 
□暖房装置設置事例 冬季の床面を乾燥 ○冬季の降雪時等における床面の水分を除去しやすい

位置に、暖房装置を設置する。 ＜前ステップ＞ステップ後（第１シート廃止）又は料金箱下。 させる 

  ＜中ステップ＞ステップ前シート下。 
  ・フロントフェンダー間の通路床部への温風吹出し 
            （暖房装置は運転席後方に設置） 
  3) 発進、停止装

置 

・各社オプション設定あり。 円滑な発進のため ○登り坂等でブレーキから足を離しても、コンピュータ

制御により制動力をそのまま維持し、滑らかな坂道発

進が行え、安全性が向上する坂道発進補助装置を装着

する。 

に坂道発進補助装

置を装着する 

 

 

※新規に検討する内容 

 車内段差の解消（導入、開発の検討状況） 

       ・後部通路部と座席床の間の段差をなくし立ちやすくする（中間の階段段差は若干増加）。（ノンステップバス標準仕様改訂済） 
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出典：バス車体規格集(2010 年度版) 



 

 

 

 

 

 51 出典：バス車体規格集(2010 年度版) 
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Ⅰ‐２．４．走行環境整備の事例 

 平成 18 年度の提言内容に関係する現状の取組み事例を整理した。 

 

 提  言 現状の取組み事例 
1) 停留所   
バスが歩道に接近

しやすいバス停の

構造を検討する 

○バスの停留所への正着のために、道路環境に合わせ

て、バス停車帯の長さ、歩道への切込形状（または車

道への突き出し形状）等を検討する。 
 

□正着できないバス停がどのくらいあるのか把握する。 

バス停付近の駐停

車車両対策を強化

する 

◎バスの停留所への正着のために、バス停付近の駐停車

車両対策を強化する。 
・事例：監視誘導員による「バスバス停周辺駐停車車両ゼロ」の

呼びかけ。駐停車車両の運転者に対して、バス停周辺「駐

停車ゼロ」チラシを配布する等（仙台市）。 
 

バス停の設置位置 ○傾斜している場所は滑りやすいので、可能な範囲でバ

ス停を移動させる。 

 

2) 走行車線   
バス専用レーン等

の拡大 

○バスの専用レーン等を拡大することによって、バス運

行の円滑化を図るとともに、ゆとりある運転を支援す

る。 

・事例：渋滞の激しい三軒茶屋～渋谷駅間の国道 246 号線におい

て、警察と関係機関が主体となり、朝の混雑がピークに

達する７時～９時 30 分までバス専用レーンを導入。バ

スの定時性確保の効果が得られている（東急バス、小田

急バス）。 
一般運転者への啓

発 

◎バスに対する無理な追い越しや急な割り込みを避け

るために、一般ドライバーを含め、運転者に対して、

バスの急停止が車内事故の要因となることへの理解

を求める。 
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附録Ⅱ．高齢者の転倒に関する特性 
 

バスの車内事故は、高齢者に多く、車内で転倒すると骨折する等の影響があることから、

高齢者が転倒しやすいことに対するバス事業者及び高齢者自身の理解を深めるために、以下

の内容について既往文献から整理した。 
・老化による転倒の危険性（高齢期の体の変化） 
・転倒の発生状況（転倒しやすい状況） 
・転倒による受傷の内容（骨折等による生活への影響） 

 

Ⅱ‐１．老化による転倒の危険性 

バスの車内事故の受傷者のうち、高齢者が半数以上と多いことから、バスの車内事故以外

での高齢者の転倒について整理した。 
 

 Ⅲ‐１のまとめ 
 高齢者は、下記の身体特性から、バスが滑らかに発進、停止しても、立っている

と足がもつれたり、転倒したりする。  
  ● 若い人のように長い距離を歩いたり、素早く行動することが困難である。 
 ● 筋力の低下に伴い、からだ全体のバランス能力が低下する。そのため、転倒し

たり、つまづきやすくなる。   

 ● 転倒すると大きなけがにつながる可能性がある。骨が脆くなっているので、転

倒の防止は特に重要である。   

 ● 歩行の特徴は、猫背で前かがみの姿勢になり、バランスを取るため膝が曲がり、

歩幅が狭く、歩数が多くなる。  
 ● 加齢にともない、筋力の低下、機敏性の低下、順応性の低下等が顕著になり、視

力や聴力も低下するのが一般的である。  
 

(1) 高齢期の体の変化（老化） 

成熟期を過ぎた人間の、加齢

から生じる様々な身体機能の変

化を老化という。老化は、総じ

て身体機能の低下現象であるが、

本来的には「成長・発達」との

対概念であり、疾病とは分けて

考えられるべき生理現象である。

例えば筋力は、加齢が進むとほ

とんどの筋力がピーク時の半分

程度まで下がる。この結果、立

ち上がり、階段の昇降、建具の

開閉など日常動作にも影響を与

えるようになる。 

図 筋力と年齢 

図の出典：日本建築学会「コンパクト建築設計資料集成」
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加齢にともない、視力や聴力も低下する。また、老化はあらゆる臓器、器官と関連し、前

述の筋力・視力のほかにもバランス能力、暗順応能力、反応時間、記憶力、注意力、知識利

用の能力なども低下する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 聴力と年齢 図 視力と年齢 

 
(2) 高齢者が転倒しやすい理由 

 
①総合的な身体能力の低下 

老化により高齢者は、「歩く」「階段を昇る」「立ったり座ったりする」といった日常

の動作に支障をきたすばかりでなく、関節への負担を増加させ、ほんのわずかな身体のバ

ランスの崩れでも修正できず、転倒したり、足がもつれたり、つまづきやすくなる。 

さらに、高齢者は、筋力の衰えだけでなく、視聴覚機能、バランス能力、反射等の総合

的な身体能力が衰え、転倒しやすくなる。病気が影響することもあり、例えば、心臓の病

気などで、血圧が急に低下する、不整脈が起こることが原因で、転倒することもある。 
②高齢者自身が身体能力の自覚が不足している 

高齢者の転倒は、屋内でよく起こる。筋力が低下する

と、「うつむき加減」「ひざが曲がっている」「すり足」

等、転びやすい歩き方になりがちで、これまでつまずく

ことのなかったわずかな段差でも、つまずきやすくなる。

ところが高齢者自身は、そのことに気づいておらず、自

分の身体能力の自覚が不足していることがよくある。 
 
・転倒との関連が強く求められる高齢者の内的因子は、高齢（80 歳以上）、女性、日常生活動作

（ADL）及び移動障害、転倒既往、バランス能力、歩行スピード、歩幅、下肢能力、握力の低
下、身体パフォーマンスの低下に加え、認知障害、パーキンソン病歴、抗精神薬服用及び多重
服薬であるとしている。 
出典：畑山知子、熊谷秋三（2004）「高齢者の転倒と身体的・精神的要因との関連」健康科学， 

26：21－30．に記載の Nevitt の研究 

 
Ⅱ‐１の参考文献 

「ＮＰＯ等が行うボランティア輸送における運転協力者に対する人材育成のための教育体制の整備・報告書」

国土交通省自動車交通局旅客課 平成 18 年３月 

「コンパクト建築設計資料集成 バリアフリー」日本建築学会 平成 14 年３月 
「NHK きょうの健康ホームページ」 

http://www.nhk.or.jp/kenko/kenkotoday/archive/2008/0929/index.html 
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Ⅱ‐２．転倒の発生状況 

Ⅱ‐1 では、高齢者が老化により転倒しやすいことを整理した。Ⅱ‐２では、高齢者の

転倒がどのような場所、状況で発生しているかを、既存文献から整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ‐２のまとめ 
● 「転ぶ」というと、でこぼこした道路や大きな段差などが目に浮かびがちだが、

高齢者の場合、ごく普通の道路でごく普通の靴を履いて、特に急いでいたわけで

もないのに、結構転んでいる。 
● 高齢者の転倒の原因は、①ズルッとすべる（床滑り等）、②段差等にひっかかる、

③思わぬ力がかかる（バスの発進、急停止等）に大別できる。 

 

 
 
 

 転倒の定義 

・本人の意思からでなく、地面またはより低い面に身体が倒れること 
出典：畑山知子、熊谷秋三（2004）「高齢者の転倒と身体的・精神的要因との関連」健康科

学，26：21－30．に記載の Gibson の研究 

 
(1) 転倒の経験 

在宅で生活する高齢者の１年間の発生率は、10～20％程度である。 

表 既存研究における在宅高齢者の転倒発生率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※高齢者の歩行中における転倒転落の経験 

歩行中、１年間に高齢者の４人に１人が転倒転落を経験している｡ 

男性より女性が多い。90歳以上では約５割が経験者である｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図  高齢者の１年間の歩行中における転倒転落の経験 

 出典：平成13年度高齢者危害危険情報分析調査（東京都） 
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(2)転倒しやすい場所、状況 

高齢者の転倒の原因は、大きく３つに大別できる。 

 １．ズルッとすべる（床滑り等） 

 ２．段差等にひっかかる 
その他, 20%

 ３．思わぬ力がかかる（バスの急停止等） 

   ※暗い場所等ではさらに転倒の危険が増す。 
一般道

路・歩道,
30%

自宅内
境目, 3% 

a. 在宅高齢者を対象とした調査 
自宅内,

18%
自宅内
階段, 4%

転倒の発生は、約３割が一般道路や歩道で、

次いで自宅内で転んだ人が２割近くいた。 屋外階段,
14%

転倒した場所の状況については、約３割が

ひっかかりがあった、約２割が滑りやすかっ

たと答え、４割近くは異常なかったと答えた。 

自宅周辺,
11%

図 転倒発生場所 
出典「豊かな骨推進委員会」ホームページ

（暮しの手帖77、1998。読者アンケート ｎ＝282）  
 

b. 都市部の在住高齢者を対象とした調査 

サンプル数は少ないが、東京都中央区に居住する高齢者の屋外の転倒場所は、平らな道

30 件（47.6%）、坂道 9 件（14.3%）、階段 8 件（12.7%）等であった。「乗物への乗降」

も 3.2％ある。 

屋内の転倒場所は、「居間（46.9%）」、「階段（20.4%）」、「廊下（10.2%）」、「玄

関・その他の部屋（8.2%）」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ｎ＝63 

47.6%

14.3%

12.7%

3.2%

1.6%

28.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

平らな道

坂道

階段

乗り物への乗降

庭

屋外その他

 

 

 

図  屋外での転倒場所  

 

出典：亀井他：都市部在住高齢者における転倒発生場所の現状からみた転倒予防教育プログラムの検討―東

京都中央区２町の調査から― 
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(3)屋外における転倒時の状況 

a. 在宅高齢者を対象とした調査 

イ．男女別・１年間の歩行中の転倒転落の原因 

「つまずいた」が約５割で一番多く、「バランスを崩した」、「滑った」も約３割を

占めている。 

「よろけた・ふらついた」、「足がもつれた」等体力や筋力の低下によるものも大き

な割合を占めており、特に女性が多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図  男女別・１年間の歩行中の転倒転落の原因（複数回答） 

出典：平成13年度高齢者危害危険情報分析調査（東京都）  
 

ロ．転倒転落したときの高齢者自身の原因 

転倒転落したとき、高齢者自身の原因として「回りに不注意であった」が31.6％、「急

いでいた・あわてていた」が31.6％となっている。 

「体調が悪かった」、「疲れていた」、「病気だった」を合わせると27.8％となる。 

注意力不足やあわてていたとともに身体の不調も大きな原因となっている｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 転倒転落したときの高齢者自身の原因（複数回答） 
 

出典：平成13年度高齢者危害危険情報分析調査（東京都） 
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b. 都市部の在住高齢者を対象とした調査 

サンプル数は少ないが、東京都中央区に居住する高齢者を対象とした調査結果について

整理した。 

イ．転倒時の動作 

東京都中央区に居住する高齢者の屋外における転倒時の状況は、「歩いていた」79.4%、

「何もない場所でつまづいた」55.6%の頻度がその他の場所よりも特に高く、高齢者は普

通に歩行している状態で転倒しやすいことがわかる。屋外で転倒した高齢者は、屋内で転

倒した者より身体活動性注)の高い者の歩行時のつまづき等によるものと推察される。 

なお、上位２位を大きく離して、第３位に「段差等につまづいた(22.2％)」、第４位に

「滑った(14.3％)」となっている。 

注) 東京都老人総合研究所が作成した老研式活動能力指標（13 項目）による評価。 
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 図  屋外における転倒時の状況 

資料：亀井他：都市部在住高齢者における転倒発生場所の現状からみた転倒予防教育プログラムの検討―東京都中央区
２町の調査から―  

 

ロ．転倒時の履物 

平成 17 年度に実施した「高齢者のバス利用実態と車内働態の分析に係る調査」におい

ては、バス車内での転倒を防止するために、履物は脱げにくいものを使用することが指摘

されている。 

サンプル数は少ないが、東京都中央区に居住する高齢者を対象とした調査では、屋外の

転倒時の履物は、靴 52 件（78.8%）、ぞうり・サンダル 10 件（15.2%）であった。 
出典：亀井他：都市部在住高齢者における転倒発生場所の現状からみた転倒予防教育プログラムの検討―東

京都中央区２町の調査から― 
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ハ．参考．転倒者の性・年齢 

 東京都中央区に居住する高齢者の屋外と屋内

を合計した転倒者の年代別転倒者の割合をみる

と、80歳代で急増している。 

 

・転倒経験のある者は転倒経験のない者よりも

膝伸展筋の筋力が発生するまでの時間が長

く、身構える体勢となるまでの時間が長い。 図  都市部における年代別転倒者の割合

  大屋由紀子 他（2008）地域在住者の易転倒性と膝進展筋

力に関する研究．日老医誌，45：308－314． 
出典：亀井他：都市部在住高齢者における転倒発生場所

の現状からみた転倒予防教育プログラムの検討

―東京都中央区２町の調査から―  

 

Ⅱ‐３．転倒による受傷の内容 

Ⅱ‐２では、高齢者の転倒がどのような場所、状況で発生しているかを、整理した。 

Ⅱ‐３では、転倒による受傷の内容を整理した。 

 

 

 

Ⅱ‐３のまとめ 
● 転んだ人のおよそ２人に１人が骨折していること、たった一回転んだことで、寝

たきりになったり、手足が不自由になったりしている。  
 ● 高齢者の骨折の原因の８割以上が転倒であり、転倒を防止すれば骨折を防ぐこ

とが可能といえる。  
 ● 大腿骨近位部骨折の発生率は、60 歳以上で徐々に増加し、70 歳以降で急上昇す

る。つまずいたり、転倒したりすることにより起こることがある。高齢期の寝

たきりのきっかけとなることも多い。 

 
 
 

 
Ⅱ‐３．１．受傷内容 

a. 在宅高齢者を対象とした調査 

図 転倒、転落時の受傷内容
出典「豊かな骨推進委員会」ホームページ 
（暮しの手帖77、1998。読者アンケート。ｎ＝282）

筋・靱帯
損傷, 3% その他, 2%

打撲,
31%

骨折,
43%捻挫, 5%

切創・擦
過創,
16%

転倒や転落した場合、「骨折」は 43％におこって

いる。次いで、「打撲」31％、「切創・擦過創」16％、

「捻挫」5％、「筋・靭帯損傷」3％となっている。

骨折の他にも、転倒によって一時的に歩きにくく

なるような傷害が起こり、健康寿命にも影響を与

えている。 
外傷を伴わない場合であっても、自身の喪失や

恐怖心が生じ、外出を控えがちとなる。抑うつを

引き起こす場合もある。 
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b. 都市部の在住高齢者を対象とした調査 

東京都中央区に居住する高齢者を対象とした調査結果について整理した。 

 
屋外 屋内 

 
 
 
 
 
 

図 転倒場所別のけがの内容  
資料：亀井他：都市部在住高齢者における転倒発生場所の現状からみた転倒予防教育プログ

ラムの検討―東京都中央区２町の調査から―  
 
Ⅱ‐３．２．転倒による骨折の影響 

 
(1) 骨折の部位別にみた骨折後の症状 

高齢者の骨折は、手首、股関節部、脊椎、肩関節部などが代表的で、これは転倒によっ

てわずかな外力で骨折を起こしやすい部位と一致している。 

骨折した人は、骨折によってその生命予後や生活機能の悪化が著しい。 

表 骨折の部位別、転倒が原因の割合、骨折後の症状 

転倒が原
因の割合

 骨折後の症状等 

・1,521 例で骨折後平均７年の日常生活動作は､交通

機関で外出する17.7％､隣近所へ外出する16.2％､

介助で外出し日中ベッドから離れる12.3％､外出

少なく日中寝起きする11.6％､車いすに移乗し食

事排泄はベッド外で7.8％､介助で車いすに移乗す

る11.8％､自力で寝返りする10.1％､自力寝返り不

可12.6％であった｡ 

大腿骨近位部骨折 ｢立った

高さから

の転倒｣

78.4％ 

注) 

・受傷前の腰背痛は、受傷１年後では、46％は受傷前

より症状が悪化。 
脊椎圧迫骨折 46％ 

・受傷１年後では、日常生活動作(Activities of Daily 
Living)の低下した者の比率が増加。骨折後１年時に

受傷時のADL が維持されていたものは86％。 

・受傷１年後では、日常生活動作(Activities of Daily 
Living)の低下した者の比率が増加。骨折後１年時に

受傷時のADL が維持されていたものは94％。 

橈骨遠位部骨折 68％ 

・同上。骨折後１年時に受傷時のADL が維持されてい

たものは76％。 
上腕骨近位部骨折 76％ 

   注) 内側骨折を頚部骨折、外側骨折を大腿骨転子部骨折と区別し、“大腿骨近位部骨折”と総称している。 

※参考文献 

「代表研究者：荻野浩／全国調査に基づく高齢者骨折の発生及び治療実態に関する研究」厚生労働科学研

究費補助金長寿科学総合研究事業（平成18年度～20年度） 
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(3) 大腿骨近位部骨折 

①大腿骨近位部骨折とは 

内側骨折を頸部骨折、外側骨折を大腿骨転子部骨折と区別

し、“大腿骨近位部骨折”と総称している。 
 

図  股関節のしくみ 
②大腿骨近位部骨折の受傷原因 

出典:山内整形外科ホームページ 

 

 

 

 

 

転倒防止の重要性 

・高齢者の骨折の原因の８割以上が転倒であり、転倒を防止すれば骨折を防ぐこと

が可能といえる。 

③ 大腿骨近位部骨折による新患者数の推移 

大腿骨近位部骨折全国頻度調査による

と、2007 年の第５回調査による推計新患

者発生数は、第１回調査（1987 年）の約

2.8倍となる14万 8,100人に達している。 

 

図 大腿骨近位部骨折年間推計発生患者数の推移 ⇒ 

（35 歳以上新患者発生数/千人） 

新発生患者数の推計：折茂 肇 他（2010）第五回大腿骨近

位部骨折全国頻度調査成績一 2007 年における新発生患者数

の推定と 20 年間の推移一．日本医事新報，4492：73－77． 

 

 

④ 性別、年齢階層別の大腿骨近位部骨折 

女性の 80 歳代に最も多く発生し（年間 20,000 人以上）、次いで、女性の 75～79 歳

（年間 6,000 以上）、70～74 歳（年間 3,000 人以上）が多い｡女性の 65～69 歳は年間

1,500 人程度。女性の方が男性に比べて加齢に伴う骨量の減少が著しい。 

男性は 75～79 歳、80～84 歳で多い（それぞれ年間 2,000 人程度）。 

 

 



 

 62

参考１．家庭内で発生した不慮の救急事故の内訳 

東京消防庁の統計で、家庭内で発生した不慮の救急事故のため救急車を呼んだ人のうち全体の

約45％が「転倒」、約10％が「転落」であった。 

65歳以上の高齢者で検討したところ、家庭内事故の統計では実に約7割は「転倒」が原因でした。

事故の発生場所は家の中の居室が全体の約７割、階段、廊下、庭などが転倒・転落場所となって

いる。 

階段, 8%

廊下, 6%

庭, 6%

その他, 10%

居室, 70%
転落, 10%

異物・試
飲等, 4%

墜落, 2%

その他, 16%

転倒, 68%

 

 

 

 

 

 

 

高齢者（65歳以上）の家庭内事故 受傷形態の割合：総数14,915人、平成11年 東京消防庁調べ 

 

参考２．転倒した方向 

転んだ方向を「前」、「横（左右どちらも）」、「後ろ」と３つの方向に分けてみると、約６割が「前」

に転んでいることが分かった。次いで、３割の人が「横」に転び、「後ろ」に転ぶ人が一番少ない。 

前に転ぶと「膝と手首」の骨折、横に転ぶと「股関節、足」の骨折、後ろに転ぶと「腰椎、足

首」の骨折が多い。これは、前に転ぶと、手をつこうとしますので手首や膝を打つ、横に転ぶと

体の側面を打つので、足の付け根を骨折する。後ろに転ぶと尻餅をついたようになるので、腰椎

を骨折することがある。（暮しの手帖77、1998より） 

 
 
 
 
 
 

平成11年 東京消防庁調べ    

 
 
参考３．高齢者の骨折の特徴 

高齢者の骨折には子供や若い人の骨折とは異なる特徴がある。高齢者では骨粗鬆症や骨量が減

少している状態であるため、わずかな外力でも骨折を起こしやすい状態になっていることからも

骨折の違いが予測される。 

 

特徴１：高齢者の骨折を起こしやすい場所がある。 

若い人では、骨折しやすい部位について特定できないが、高齢者では、手首、股関節部、脊

椎、肩関節部などが代表的である。これは転倒によってわずかな外力で骨折を起こしやすい部

位と一致している。 
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特徴 2：局部の症状が軽い。 

若い人が骨折する場合には強い外力を受けて太くて強い筋肉が断列するため骨折の端と端

が大きくずれる結果、局部の強い痛み、腫れ、皮下出血が生じ、骨折部位がはっきりわかるよ

うな症状を占める。しかし高齢者では、わずかな外力で骨折を生じるため、また骨についてい

る筋肉も細くて弱いため、骨折の端のズレが少ないため、結果として動かしてもそれほど痛く

なく、骨折部位の症状が軽いのが高齢者の特徴である。 

特徴 3：骨折の治りが遅い。 

高齢者の骨折では子供の骨折とは異なり自家矯正能力が乏しいため骨折が治るのに時間を

要することが多い。また、血流の少ないところの骨折（足の付け根、上腕部の上部など）はさ

らに時間がかかる要因になる。 

 
参考４．年齢と骨量の変化 

骨量は 20 代から 30 代にかけてピー

クとなるが、その後、年齢とともに弱

くなる（骨量が減る）。 

骨量の減少は加齢とともに、骨をつ

くる細胞の働きが弱まったり、骨に刺

激を与える運動の量が減ったりするこ

とによって引き起こされる。その結果

として骨折しやすくなった状態が骨粗

鬆症である。骨折を起こすことにより、

姿勢の変化をきたし内科的疾患（呼吸

器、循環器、消化器疾患）にかかりや

すくなったり、大腿骨頸部骨折から寝

たきり状態となったりすることがある。 図  年齢と骨量の変化 

参考文献「豊かな骨推進委員会」ホームページ 

 
参考５．大腿骨頚部骨折とは 

わが国では、高齢者の転倒によるケガの頻度

は 50～70％程度、このうち骨折に至る症例は

10％前後で、その 1/4 程度が大腿骨頸部/転子部

骨折であると報告されている（豊かな骨推進委

員会）。 
図 大腿骨頸部骨折の分類 

五十嵐三都男（1995）の研究では、大腿骨頚

部(足のつけね)骨折は、骨粗鬆症を基盤に転倒

（84.5%）によって起こることが指摘されている。

多彩な合併症を持つ高齢者では転倒を予防する

ことは難しい。 大腿骨頸部骨折は出血量が多い

ので全身への影響が大きく、 かつ大腿骨頸部の

解剖学的特異性により治療が難しい。 

（五十嵐三都男（1995）老年者の大腿

骨頸部骨折－2,000 骨折について―．日

本老年医学会雑誌，32：15－19．） 



 

 64

参考６．大腿骨頸部・転子部骨折の受傷原因 

 
 

a.厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業 

荻野 浩（鳥取大学）（平成 18 年度～20 年度） 

2005～2007 年に大腿骨頸部・転子部骨

折の治療を受けた約 15 万 3,800 人（35
歳以上）の受傷原因は、｢立った高さか

らの転倒｣78.4％が圧倒的に多く､｢転

落･交通事故｣7.9％､｢階段･段差の踏み

外し｣5.2％等もある｡ 図 大腿骨頸部・転子部骨折の受傷原因

「荻野浩／全国調査に基づく高齢者骨折の発生

及び治療実態に関する研究」厚生労働科学研究

費補助金長寿科学総合研究事業（平成18年度～20

 
 
 
b.日本整形外科学会の報告 

 
日本整形外科学会が行った大腿骨頸

部/転子部骨折の全国調査によると、平

成 10 年から 12 年までに発生した 110、

747 例（35 歳以上）の大腿骨頸部/転子

部骨折の原因は、単純な転倒が最も多い

という結果で（右図）、立った高さから

の転倒が全体の 3/4 を占め、90 歳以上

の超高齢者では 82％にのぼった。“不

明”および“記憶無し”を除けば、実に

90％以上が転倒によるものといえる。 
出典「豊かな骨推進委員会」ホームページ
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参考７．大腿骨近位部骨折による新患者数の推移 

 
大腿骨近位部骨折全国頻度調査によると、2007 年の第５回調査による推計新患者発

生数は、第１回調査（1987 年）の約 2.8 倍となる 14 万 8,100 人に達している。 
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図 大腿骨近位部骨折年間推計発生患者数の推移 
新発生患者数の推計：折茂 肇 他（2010）第五回大腿骨近位部骨折全国頻度調査成績一 2007 年にお

ける新発生患者数の推定と 20 年間の推移一．日本医事新報，4492：73－77． 
65 歳以上の人口：総務省統計局『国勢調査報告』及び『人口推計年報』による。2007 年は推計値。 

 

  
※参考．大腿骨近位部骨折全国頻度調査の推計方法 

①対象病院数と抽出率 
全国の整形外科を標榜する病院及び有床診療所を病床数の規模により層化し、全体で 13 層と

し、200 床以上の病院については全病院を対象とした。200 床未満の病院等については、標準誤

差が最も小さくなる Neyman の最適割付法により抽出率を決定し、対象施設を選定した。 
②地域の分類 

国民健康・栄養調査の分類に従い、全国を 12 ブロックに分けた。ブロック別の推計には、病

院は全病院を対象とし、有床診療所は全国推計用の抽出率を用いた。 
③調査項目 

各医療施設における大腿骨近位部骨折の新発生患者数の総数、性別、年齢(郵送法で実施)。 
④新発生患者数の推計 

新発生患者数の推計は、各層の対象施設数に対する回答施設数の比を各層の報告患者数の合計

に乗じ、それらの総和を新発生患者数とした。 
発生率の地域差を見るために、ブロック別の標準化発生比を算出した。新発生患者数の推計値

から性・年齢階級別発生率を算出し、ブロック別の性・年齢階級別人口との積で期待発生数を求

め、推計値との比から標準化発生比を算出した。ブロック別の年齢階級別人口は平成 17 年の国

勢調査人口を用いた。 
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参考８．性別、年齢階層別の大腿骨近位部骨折 

 
a. 大腿骨近位部骨折全国頻度調査 

折茂 肇 他（2010）第五回大腿骨近

位部骨折全国頻度調査成績一2007年
における新発生患者数の推定と20年
間の推移一．日本医事新報，4492：73
－77． 

 

性別では女性の受傷率が、年代

別では男女ともに80、90歳代の発

生率が依然として高い。 

なお、高齢者の要介護の原因は、

脳卒中等の疾病を原因とするもの

は年齢とともに減少するが、転倒、

骨折等の老化を原因とするものは

年齢とともに増加する。 
 

図  性・年齢階級別大腿骨近位部骨折発生率 
 

（人口１万対、1992～2007 年） 
 

b.厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業 

荻野 浩（鳥取大学）（平成18年度～20年度） 

大腿骨近位部骨折の性･年齢階級別の患者数は､男性は80-84 歳が最も多く､女性では

85-89歳が最も多く､次いで80-84 歳が多かった｡ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図  年齢階級別患者数（男性） 図  年齢階級別患者数（女性） 
 
 

「代表研究者：荻野浩／全国調査に基づく高齢者骨折の発生及び治療実態に関する研究」厚生労働科学研
究費補助金長寿科学総合研究事業（平成 18 年度～20 年度） 
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参考９．大腿骨近位部骨折の月別発生数 

冬季（１月、３月）に多く夏期（６月、８月）に少ない傾向が見られた｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典: 「代表研究者：荻野浩／全国調査に基づく高齢者骨折の発生及び治療実態に関する研究」厚生労働

科学研究費補助金長寿科学総合研究事業（平成 18 年度～20 年度） 

 
 参考 10．通所介護施設を利用する 表 年齢階級，介護度ごとの転倒率と骨

高齢者の転倒率、骨折率 

 
 
 
 
 
 
 
 出典：鈴川芽久美 他（2009）要介護高齢者における転倒と骨折

の発生状況．日老医誌，46：334－340．  
参考 11．労研式活動能力指標 
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参考資料．車内事故事例 

これまでに、交通事故要因分析検討会で分析した乗合バスの車内事故事例を挙げる。 

 

事例１ 
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事例２ 
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事例３ 
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事例４ 
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